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第５回 バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会 

議事要旨 

 

１ 日時 平成１８年９月７日（木）１３：３０～１６：３０ 

２ 場所 三田共用会議所 

３ 出席委員等 

(1) 委員 

  前田委員（座長）、相原委員、姉崎委員、江川委員、坂元委員、義家委員 

樋口委員、竹花委員、小林委員 

(2) オブザーバー 

  田代内閣府参事官 安間文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長 

(3) ゲストスピーカー 

  ネットスター株式会社 

(4) 事務局（警察庁生活安全局） 

巽長官官房審議官、山口少年課長、中川少年保護対策室長、谷情報技術対策課長 

４ 議事 

(1) 開会 

(2) ネットスター株式会社からの説明・質疑 

【ネットスター】 今日は、フィルタリングの仕組みということで、20分ほどで説明をと言わ

れておりますので、お手元のレジュメに沿って進めてまいりたいと思いますので、よろしくお

つき合い下さい。 

 まず最初に、私どもの会社というか、実際に一番メインになっている組織が何なのかという

ところのご紹介から入っていきたいと思います。 

 私どもは「ＵＲＬリサーチセンター」という組織を持っておりまして、これは何をやってお

りますかといいますと、フィルタリングその他に使われる、主にブラックリストのデータベー

スを集めているところでございます。どんなことをやっているかと申しますと、左の絵の方に

ございますけれども、不適切なサイトとか詐欺サイト、その他単純に不適切と言い切れないよ

うなスポーツとか、そういうものも含めていろいろなサイトをめぐって、とにかく集めてくる

というところから始まっております。 

 つい二、三年前までは、このフィルタリングのリストを集めるという作業自体、単純にウェ

ブクローラといって、いわゆるグーグルとかヤフーのような検索エンジンが使っているのと同

じようなロボット検索みたいなことをしてくれれば済んでいたような時期もあったんですけれ

ども、最近はやはり迷惑メールですとかブログにつく迷惑なトラックバックですとか、そうい

ったものからも集めてくる必要があるということで、そんなものもデータのソースにしている

というところです。そのほか、私ども直接の製品はほとんど持っておりませんで、パートナー

企業様へのデータベースのご提供ということになりますので、そのパートナー企業様のエンド
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ユーザー様の方から、このサイトは登録した方がいいんじゃないかとか、逆に登録されている

けれども、このサイトはこのカテゴリー分類は合っていないんじゃないかみたいな通報がござ

いますので、そういった情報がデータソースになります。 

 ここへ来たものは、一旦コンピューターの私どものシステムというか、プログラムを経由し

てある程度の分類等もした上で、ここで左側にオペレーターというか人間が写っておりますけ

れども、私どもはこれを「リサーチャー」と呼んでおりますが、サイト内容の分析というのを

させております。何を見ているのかといいますと、単純にアダルト画像からアダルトサイトだ

よということを決めるというだけではなくて、最近ですと、アダルトサイトなんだけれども、

いわゆるワンクリック詐欺サイトみたいな違法性のあるようなもの、それからただブラウザー

でアクセスしただけでウイルスですとかスパイウエアみたいなものが、ぽろっと自分のコンピ

ューターの方に落ちてくるような、非常にそういう意味で危険性のあるようなサイトというの

が増えてきておりますので、そういったものは、やはりシステムだけでは判断できないところ

がございますので、こういったところを人間の目で全件見るということをやっております。こ

れは、私どものようなネットスター株式会社だけがやっているわけではなくて、こういったフ

ィルタリングのデータベース集めを本格的に専業としてやっているベンダーであれば、どこも

最終的にはこの目視の確認というのを、ちょっと普通の業界外の方からは信じられないかもし

れませんけれども、こういった作業を続けているというような実態です。これは、やはりコン

ピューターで全部済めば、私どものような会社にとっては、こんなコスト効果の高いことはな

いんですが、なかなかまだ今はコンピューターだけでは判断ができないというところです。 

 カテゴリーの判断をしましたものをインデックス登録をいたしまして、パソコン向け、それ

から携帯電話向けのＵＲＬフィルタリング、それから一部、携帯電話の迷惑メール対策にもＵ

ＲＬのリストというのを使っていただいておりますので、こういったところへデータベースを

配信するということになります。 

 私ども国内では、この手の企業では最大規模ということで、東京と宮城県の仙台市にこのリ

サーチセンターを設けておりまして、合計で35名の専任のリサーチャーというものを持ってお

ります。パソコンのサイトを見るチーム、それから最近、携帯電話のサイト、携帯電話にデザ

インされたサイトを見る専門のチーム、それから一部パートナー様の方で、中国マーケット向

けにフィルタリングソフトを輸出というか販売を始めているところがございますので、そうい

ったところ向けということで中国語のネイティブの方をスタッフとして迎えて、中国語のサイ

トを見る専門のチームみたいなものに分かれて活動をしているということになります。 

 以前は、土日とかお正月はお休みをいただいていたんですけれども、今は基本的に365日、

土日とかお正月も含めて、休みなしで稼働しているということになります。やはりウェブサイ

トの動きが早くなってまいりまして、迷惑メール対策なんかですと、本当にのんびりしている

と二、三時間でどんどん迷惑メールが届いてしまいますので、こういうのをブロックしようと

思うと休む暇が余りないというような活動でございます。 

 ちょっとここで「参考」と書いてあるんですが、これだけ簡単にご説明したいと思いますが、
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こういったブラックリストを登録するときに、意外と普通の方ですと誤解が多いのが、例えば

ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐみたいなポータルサイトがあったときに、そのドメイン丸ごと何々と

いう分類をするだけで終わるんじゃないかというふうに思われがちなんですけれども、実際に

はそれではフィルタリングのユーザー様にはご満足いただけませんで、ヤフーに限らずですが、

大体どの企業のサイトでも個人的なサイトでも、中身はいろいろな情報が分かれていることが

ほとんどでございます。ですので、一番頭のところからドメイン単位で何々というカテゴリー

を決めつけるのではなくて、例えばその中のグラビアアイドルのコーナーに関しては、例えば

「水着」みたいなカテゴリー名をつける。これはメーカーによって若干カテゴリーの名前は違

いますが、こういった類のところに入れていく。コミュニティというところは「掲示板」とし

て登録する。野球とかサッカーの情報が見られるところは「スポーツ」だよというふうに、デ

ィレクトリーとかウェブサイトの構造に合わせた形で、小分けにして登録していくというのが、

こういったフィルタリング用のデータベースを集める会社の仕事ということになります。 

 こういうことをすることで、後で申し上げますけれども、企業とか学校とか、普通の家庭で

もそうですが、この種類のサイトは見せたくないとか、ここは使わせたいみたいなことをする

ときに、丸ごとドメイン単位で区切ってしまっていたのでは使えなくなってしまうようなこと

が防げますということで、こういう手間のかかる作業をしているということになるわけです。 

 ブラックリストのカテゴリーの分類例、これはドコモさんの携帯電話向けのサービスで実際

にブロックされているものですけれども、ここに結構な数が出ていますが、今私どもの会社で

全部で73種類のカテゴリーというのを分類をつけて、お客様にお届けしているということにな

ります。 

 フィルタリングの仕組みというところ、これが今日の本題かと思いますけれども、こちらに

入っていきたいと思います。 

 個人とか携帯電話の話でも、これと同じようなものだと思っていただければいいんですが、

左側に学校とか企業とか自治体、フィルタリングソフトを導入されるような組織が出ておりま

す。右側がインターネットで、インターネットと組織をつなぐ途中のところに「フィルタリン

グソフト」というものが、ゲートウェイというかとおせんぼをするような形で配置されるのが

普通です。例えば、この上側のパソコンを使っているユーザーが、地図のサイトとかリサーチ

用のサイトを見たいというふうに思ったときには、それがうまく通過してコンテンツがとって

こられて、中の人たちにすれば、きちんとウェブサイトが見えますよと。ところが、例えばス

ポーツの結果を見たいと思った下のユーザーに関しては、フィルタリングソフトのところで阻

まれて、実際には全然外にも到達できずに、これがブロックされている状態というような仕掛

けでございます。 

 この判断をしているのはフィルタリングソフトそのものなんですけれども、このときにどう

いう順番で判断をしますかといいますと、最初に左側のユーザーの方から来た閲覧の要求を見

まして、行き先をまず確認します。行き先が自分の持っているサイトのリスト、この絵ですと

下のところに「規制・管理用サイトリスト」と書いてあって、ｗｗｗ．ｓｐｏｒｔｓ．ｃｏｍ
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はスポーツのサイトだ、ｍａｐ．ｃｏｍは趣味のサイトだみたいな分類がついておりますけれ

ども、これをよく普通のお客様が使われるような、すべてのサイトについてこういう一覧表を

持っておきます。これは、例えば今回はスポーツのサイトだよということが、このシステムで

わかると。その次に、ではこの組織、このフィルタリングソフトを使っているユーザーは、シ

ステム管理者側としてはどこを見せていいのかという、ちょっと左上にあります「組織ごとの

閲覧方針」というところに、ちょっと字が小さくて見えにくいかもしれませんけれども、ニュ

ースの類では閲覧はオーケー、アダルトは、これは仕事用でしょうから閲覧はＮＧ、趣味も一

応オーケーだと。掲示板なんかについては、閲覧はしてもいいけれども書き込みはだめだよみ

たいなことも、最近のフィルタリング製品ではできるようになっています。こういったルール

が決まっているわけです。このルールに合わせて、では今回のものはスポーツだったからだめ

だとか、そういう結果を返すと、こういう仕組みになってございます。ですので、このサイト

リストいうものの中に入っていなければ抜けてしまう、あるいはサイトリストに入っていない

ものはすべて止めるというやり方もありますけれども、そういった仕組みでございます。 

 一応、今主流になっているのは、今ご説明した「ブラックリスト方式」ということですので、

こちらの内容をご紹介しましたけれども、一部補助的に「キーワード（言語検索）方式」みた

いなものも存在はしておりまして、こちらはその到達したページの中に何という単語が入って

いたらバツだというようなことを仕組みとして持っているところなんですが、なかなかこれは

企業の管理者にとってはやや使いにくいところもあるので、今世界的に主流なのは、上にござ

いますデータベース（ブラックリスト）方式ということでございます。すごくこれを簡易にや

ろうと思えば、企業のシステム管理者の方が自分でこのサイトには行かせたくないなというこ

とを、特定のＵＲＬを全部調べ上げて、自分の会社のゲートウェイというか、出入り口のとこ

ろにあるサーバーに登録してしまえば、こんな専門のＵＲＬフィルタリングなんという製品を

使わなくても一般的にできることなんですが、もう今はかなりインターネットの幅が広いので、

そういったものを自分で登録していくということはかなり無理があるということになっていま

して、私どもを含めた専門の企業がこういうデータベースを提供して、これを毎日更新するこ

とで、お客様が自分の止めたいカテゴリーだけを判断すれば、その中身については専門企業の

リストに頼るというような仕組みで動いているということになります。 

 ３番目に、様々なＵＲＬフィルタリング製品・サービスということで、今回は子どもという

ような趣旨の研究会と聞いておりますが、実際に個人とか家庭向けのフィルタリングの普及と

いうのは一番遅れているところでございまして、一番進んでいるのが学校分野、次が企業とか

自治体、それから最後が一般家庭ということになりますので、そういったところでどんなサー

ビスが実際に、どんな形態でされているのかというのを、非常に簡単ではございますがまとめ

たのがこちらの表になります。 

 従来は、もう左側にございますような製品という、何かソフトウエアを買ってきて自分でコ

ンピューターに入れるというようなタイプのものばかりだったんですけれども、これにしても

先ほどの絵にあったようなゲートウェイ型、何かゲートウェイのサーバーを出入り口に置いて、
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その上で動かすというタイプのものだけだったんですが、家庭用ということで実際に一台、一

台のパソコンにフィルタリングソフトを入れるというタイプのものも出てきています。どちら

に置いても基本的な仕組みはデータベースがあって、ポリシーの閲覧方針というのがどこかで

決まっていて、それを判断するソフトがあると、その３つがそろえばフィルタリングすること

ができるものになります。 

 最近は、こういう製品だけではなくてサービスのスタイル、自分ではソフトを買ったりしな

くてよくて、所有しなくてよくて、月当たり幾ら幾ら払ってください、年当たり幾ら幾ら払っ

てくださいということで、このフィルタリングということが効果として得られるようなものが

増えてきています。ゲートウェイ型、クライアント型、いろいろなタイプがございますけれど

も、総じて言えるのは、自分のところで自由にカテゴリーを選べるとか好きなように設定をし

たい―企業なんかですと、この部署はここは見ていいけれども、こっちの部署はだめだとか、

そういうようなことを更にきめ細かく決めていったりする必要がございますので、そういった

自由度を上げようとすればするほど、やはりこのフィルタリングソフトを運営する、あるいは

利用することで、どうしてもコストはかかりますというような状態でございます。 

 企業の方でも、このフィルタリングを入れるようになったのは、まだほんの歴史として、普

及し始めたと言えるのは本当にこの２年ぐらいの話でございますので、まだまだ全社一律のポ

リシーみたいなところで運用されているところの方が多いとは思いますけれども、今後はこれ

以上の役職の方についてはここは見ていいとか、こういう部門の方については業務に関係があ

るからここはいい、悪いみたいなことをきめ細かくコントロールするようになっていくのでは

ないかというふうに考えられます。 

 一番右側にございます「携帯電話用」というものは、もう本当に各携帯電話の事業者さんが

社会貢献の一環みたいなことで、社会的責務ということで始められているところもありますの

で、今の時点ではまだ無料のサービスとしてエンドユーザーに提供されているかわりに、基本

的にはカテゴリーみたいなものを自由に選んだりすることはできないように、完全に固定の状

態で使うということになっているということになります。 

 携帯３社のフィルタリングサービス。これは前回までの研究会で、もう皆さんごらんになっ

ていることかもしれませんけれども、一応２種類のフィルタリングサービスが混在している状

態でございまして、ややこの２つは性質が違いますので改めて私どもの方でまとめ直しをさせ

ていただいていますが、左側にある「ホワイトリスト方式」というのは、さっきフィルタリン

グサービス、フィルタリングの仕組みとしてブラックリストを参照しますというお話を申し上

げたんですが、これと逆に見ていいところだけをリストとして持っておるというやり方もござ

います。これのいい点は、見ていいところを決める方が、リストを作る手間がかからないとい

うところです。ただ、当然見る、使う側からすると、規制されている側からすると、本当に見

ていいところというのがすごく少なくなってしまいますので、何のためのインターネットなの

ということがどうしてもついて回るというところではありますが、一部教育用等でホワイトリ

スト方式で、携帯電話に限らず使われているものではございます。ドコモさんの方では両方の
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タイプを２種類ご用意されています。ａｕさんの場合は、現時点ではホワイトリスト方式のみ

を提供されていて、ボーダフォンさんは逆にブラックリスト方式だけを提供されているという

ような形になります。 

 最後に、保護者の意識というところを、これは私どもの方で今年の春にインターネット調査

を使って行ったものの一部を抜粋して持ってまいりました。先ほど学校、企業、自治体の順に

普及率がだんだん下がってくるというお話を申し上げましたけれども、一番まだ遅れているの

が一般家庭ということになります。何を心配しているんだろうと、この問いの方では、特に携

帯電話は何だということとかかわりなく、保護者の方にお子様がインターネットを利用すると

きに、どんなサイト閲覧が心配かと。これはもう回答選択肢を私どもの方で与えているもので

ございますので、これ以外のことについては「その他」に集約されてしまっていて、必ずしも

これがすべてということではありませんけれども、選ばれた中で言うと、やはり自分の経済的

に損害を与えられそうな詐欺とかフィッシングサイトみたいなものへの接続みたいなことが一

番気になっていて、その次が、もうやはりパソコン自体が調子悪くなるんじゃないのかという

ような、スパイウエアとかウイルスのダウンロードサイトへの接続というのがトップに来てい

るというのが、これが実態ということになります。当然アダルト、出会い系、グロテスク画像

とか自殺関連、違法薬物みたいなものについても心配されていて、何も心配ないよという保護

者の方は少ないというのは確かなところでございます。とは言っても実際に、ではその次にフ

ィルタリングというアクションには、まだ知識としてつながっていらっしゃらないのかなとい

うところではないかと思っております。 

 もう一つ、この続きの調査で、私どもの方では、携帯電話で使うときに何が心配ですかとい

うことも重ねて、同じ調査で聞いております。こちらでは、やはり架空請求とかが一番最初に

出てきておりますけれども、サイト閲覧に絞っていない関係上、高くつき過ぎるんじゃないか

と、やはり金額の経済的なことを心配されているケースはございます。あとは、アダルトサイ

ト、出会い系サイト、やはりパソコンとは違って、持って出てしまうとどこへ行ってしまうか

わからないとか、自分の自宅にいても個室で使えるというような携帯電話の特有の特徴に、保

護者の方も気にしている部分ではあるなというようなことが、この数字にも出てきているかと

は思います。 

 駆け足で来てしまいましたけれども、私の方からの今日のご説明のまとめです。一番最初、

フィルタリングを支えているのは何だろうというところですが、これはとにかくきめ細かいＵ

ＲＬリストがあって、初めてフィルタリングができているというような現状がございます。な

かなか何々という、例えばアダルトチックなキーワードが入っているページは全部ブロックす

ればいいんじゃないかとか、考えられる方はいらっしゃるんですけれども、現実はそれではう

まくいかなくて、今のところうまくいかなくて、すべて一覧表を使っているということになり

ますので、私どものような専門企業がやってきている余地が今あるよというところです。 

 それから、フィルタリングの仕組みというところですが、ブラックリストを参照して、その

システムにアクセス先を判断させています。何を見せるか何を見せないかというのは、その組
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織のポリシー、組織のシステム管理者の方が決定されているというのが一般的な使われ方とい

うことになります。フィルタリング製品とかサービスについても、自由にいろいろな自分の会

社なり自分の学校に合った形でポリシー決めをしようと思うと、やはりそれなりにまだお金が

必要ですねというところ。保護者の方は、精神的な悪影響よりも先に、とにかく目に見える経

済的な被害、パソコンが壊れるんじゃないかみたいなことを心配されている方が多いというよ

うな調査結果をご紹介いたしました。 

 私の方からは以上でございます。 

【座長】 どうもありがとうございました。 

 非常に明解なご説明でわかりやすかったんですが、何かご質問、いかがでしょうか。 

【Ａ委員】 大変要領よくご説明くださいまして、まことにありがとうございました。 

 労力をかけておられるということがよくわかったんですけれども、よくフィルタリングが万

全でないということが言われると思います。単語などの検索方式ですと、必要のないものまで

落としてしまうとか、それからブラックリスト方式の場合でも、それについて重点的にご説明

いただきましたけれども、問題のあるサイトがどんどんアドレスを変えて、補足できなくなっ

てしまうことで、イタチごっこになるという問題があります。そのように万全でないというこ

とで、そういうものを例えばデフォルト・オンで携帯に入れてしまうとトラブルが起きるとい

うことで、デフォルト・オンにはできないというような見方もあると思います。 

そこで、実際にそのように漏れてしまうといいましょうか、ブラックリストに入るものとし

て取り上げても漏れてしまうのは、今の技術でも実際にどのくらい起こるということなのか。

また、漏れがなくなるように、今後の技術が伸びていくということがどれくらい期待されるの

か。それから、例えばどのような行政とか社会からのサポートなり支援というのがあれば、そ

うした技術を高めるのに意味があるのか。こうしたことについて伺えればというのが一つでご

ざいます。 

 それからもう一つ。年齢に応じて適切なサイトを提示するなど、そういうきめの細かいフィ

ルタリングといいましょうか、そうしたものを提供していただくことは可能であると考えてお

られるかどうかについてお伺いできればと思います。 

【ネットスター】 まず漏れが実際にどのくらいあるのかという話でございますけれども、本

当に四、五年前に、日本でフィルタリングが本格的に使われ始めるようになった頃と今では、

かなり状況が変わっていて、私どものデータベースも、あるいは競合他社さんのものも含めて、

日本でリストを作って日本で販売されているものに関しては、もう99％とか99.何％のブロッ

ク成功率になってきているというふうに考えていいのかなと思います。 

 ただ、この漏れ率をどう測定するのかというのは結構難しいところがございまして、例えば

ウイルス対策製品なんかですと、ブロック率100％みたいなことを第三者機関が測定したりす

ることが割とされていて一般的なんですけれども、正直開き直って申し上げるみたいで申しわ

けないんですが、フィルタリングの場合は、本当に例えば、では今日私が自分のホームページ

を作って、誰も見に来ないんだけれども、そこには存在すると。すごく不適切なコンテンツが
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そこにある、それはブロックできるんですかと言われたときには、恐らくどのメーカーもブロ

ックはできないんですね。そういったものをどうブロック成功率、失敗率みたいなところに盛

り込むのかによっては、すごく低いというふうに感じられる方もいらっしゃると思います。た

だ実際に、まだ家庭とかお客様のフィードバックは、それほど比率として多くないのですが、

企業ですとか学校ですとか自治体での、私どものデータベースを使われているユーザーさんか

らの「ここ漏れてるよ」とか「間違ってるよ」というような戻りの率から考えると、先ほど一

番冒頭に申し上げました99.何％とかそういったところまで、どのメーカーのものもかなり近

づいているのかなというところです。 

 これから更に減らせるのかということについては、私どもがそれを減らしていかないといけ

ないということだと思うんですけれども、なかなか厳しいところがございまして、単純にこの

ブラックリスト方式一本で、これからも永久にやっていけるんでしょうかということについて

は、そうやすやすとはいかないだろうと。やはり最近ＣＧＭ、コンシューマー・ジェネレイテ

ッド・メディアみたいな言い方をしますけれども、ブログでも掲示板でもそうなんですが、入

れ物はプロバイダーでも誰でも用意するんですが、その中身は書いた人次第でいいサイトにも、

悪いサイトにもという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、どんなことになるかわか

らないみたいな、そういったタイプのコンテンツの割合がどんどん増えてきているところでは

ございますので、そうなると先ほどのようなブラックリスト方式だけでいけるんでしょうかと

いうことについては、かなり楽観できないだろうというふうに考えているのが、私ども逆にベ

ンダーの立場でございまして、そこは鋭意努力中というふうに申し上げるしかないかなと。技

術の進歩は当然、これからもあるというふうに考えております。 

 あと、社会的支援云々という話をしていただいたんですけれども、直接的にこのフィルタリ

ング技術自体を進展させるのに、何か助けになるようなことがあるかといえば、今まさにフィ

ルタリングアクションプランみたいな形で認知度を高めるみたいなことについて、内閣府主導

でいろいろな形でさせていただいているようなことが実は今一番効果的で、とにかくどんない

いものがあったとしても、使おうかというまな板に乗らないと始まらないというところがござ

いますし、使っていただかないと私どももビジネスが大きくなりませんので、当然研究開発等

に回せるお金も増えていかないと、そんな循環かと思いますので、余りそれ以上の話は、ちょ

っと私個人的には思い付かないです。 

 あと、最後の年齢に応じた云々という話に関しては、実際には例えば学校等でフィルタリン

グ製品を使っていただいているケースですと、小学校でのフィルタリングポリシーと中学校、

高校のフィルタリングポリシーでは明確に違っていて、ただそれは私どものさっきのご説明で

もご理解いただけたと思うんですけれども、フィルタリング製品を作っている側がこうですよ

ねと決められるものではないというのが難しいところではあるんですが、やはり学校の教育現

場の先生方からすると、明確にこれは小学生向けと高校生向けでは違う形で規制をすべきだし、

できるというふうにして使っていただいているかなとは思いますので、そういったコントロー

ルする範囲がはっきりしていれば、例えば一般の家庭で、ご両親が自分の家ではどうなんだと
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いうようなことを決めることは、当然可能だとは思います。ただ、あとさっきのコストと比例

しますよという話が出てきましたけれども、自由に決めようと思うと、やはりそれなりにフィ

ルタリング装置部分のコストがかかってきてしまいますので、それを例えば携帯電話みたいな

ものに一律に適用しようと思うと、それはどこかしらでやはりコストは負担をしないと実現は

なかなか難しかろうと、こんなふうに考えます。 

【Ｂ委員】 私の方は、このフィルタリングのシステムというよりは、保護者の意識という、

この調査の件ですよね。内容自体は、特に奇異な内容ではなくて、非常に大体納得いくような

内容と思うんですけれども、このサンプルが保護者のサンプルと思うんですが、Ｎイコール

516というんですが、特に少なくないけれども、特に大きいサンプルとも言えませんし、一体

どういうサンプルなのか。要するに、どういうサンプルの人が答えているかによって多少評価

というか見方は当然あると思うので、そのサンプルの特質ですね、どうやって抽出されたサン

プルか、そういったものを教えていただきたいんです。 

【ネットスター】 説明書きとして下に注記を書いておくべきだったかもしれませんけれども、

調査の専門会社で「マクロミル」という会社がございまして、こちらで持っているパネルの中

から500人をちょっと超えるぐらいのところまで抽出していただいて聞いているという形にな

ります。 

 このマクロミルという会社の調査のパネルは、もうインターネットを使っていらっしゃる方

で、全部ウェブで質問を見てウェブで答える、自宅で答えられますというタイプのものなので、

今ご指摘のあった点で言うと、恐らくインターネットの保護者自身のリテラシーのそれなりに

高い方に寄っているだろうというふうに思います。ですから、そもそも自分の家にパソコンが

なくて、携帯電話だけでインターネットをしているみたいな方もまだまだ多くいらっしゃいま

すので、そういう方々に同じ質問をしたときに、これと同じ答えになるかというと、かなり様

相が変わってくるかなということは当然言えるかと思います。 

【座長】 ほかにご質問はいかがでしょうか。今の点も非常に興味深い、親の関心というのが、

子どもがそういう自殺サイトを見ることよりは、お金が高くなることが気になるというのもあ

れなんですけれどもね。もっと本質的なといいますか、フィルタリングそのものに関して、何

かこの機会ですので。 

【Ｃ委員】 初歩的な質問になるかと思いますが、教えていただきたいと思います。 

 最初の35名の専任リサーチャーというところで、写真を拝見したんですけれども、女性の方

が担当していらっしゃるのが普通なんでしょうか、それが１点。 

 それと、あとサイト内容の分析ということなんですが、後のカテゴリーの分類例とも関連し

ますけれども、そこら辺は線引きといいますか、そこら辺の問題として問題点ないしは気をつ

けておられることというのがあるんでしょうか。 

 最後が掲示板とか、こういうことになると―ちょっとこれは本当に素人的なことで申しわ

けないんですが、それまでそんなに問題はないのに途中で荒らしといいますか、誰かが変なこ

とを書いてからどどどどっと、物すごく攻撃的というか非常に悪質な感じになるということが
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よく散見されると思うんですけれども、そこら辺というのも、こういうフィルタリングの観点

で遮断とかいうことも可能なんでしょうか。 

 以上です。お願いいたします。 

【ネットスター】 お答え申し上げます。 

 １つ目のこのリサーチャーですけれども、これはたまたま写真にここで写っているのは仙台

のチームなんですけれども、ちょっと歴史的経緯がありまして、仙台のチームは全員女性とい

うのが今の構成です。ただ、東京のチームの方は男性も混じっておりますので、必ずしも女性

だけということではございません。 

 次の内容の分析作業をするときの線引きみたいな話ですけれども、当然この人数、３５人が

かりでやるということになりますと、Ａさんはこっちに入れた、Ｂさんはこっちに入れたでは、

フィルタリングを使われるお客様からすると、もう全然使い物にならないというところがござ

いますので、いかにその辺がブレずに分けられるのかというところは、社内的なトレーニング

とか品質管理みたいなところで一番気を使っているところではございます。 

 あと最後の、掲示板の荒れたものがどうという話でございますけれども、ちょっとこれもさ

っき説明を申し上げればよかったんですが、掲示板の機能を持っていたら、どんなに例えばア

ダルトな内容でも、どんなに罵詈雑言が交わされている内容でも、みんなただ掲示板と入れて

終わりかというと、そういうことでは今なくて、完全に違法と思われるようなものを売り買い

する掲示板みたいな、常習的にそういうものを売り買いしていると思われるような掲示板に関

しては、単なる掲示板ではなくて、私どもで言うと「違法と思われる行為」という名前のカテ

ゴリーそのままなんですけれども、それがありますので、そちらに登録をしていたり、アダル

トな内容のものについては、掲示板ではなくてアダルトカテゴリーとしてお客様には配信をし

ているということになりますので、基本的にはまずそういう考え方です。 

 ただ、先ほどご指摘あったように、突然荒れましたとか突然内容がガサっと変わったみたい

なものについては、当然フォローし切れないところもありまして、あるいはその日１日、ぱっ

と何か荒らされたみたいなことがあっても、きちんとした管理者がいらっしゃる掲示板であれ

ば、すぐに復旧するものなんですね。不適切な発言は削除するなり何か適切なフォローが入っ

て、もとに戻っていくということもございますので、必ずしも１個だけそういう材料があった

から、それはすぐアダルトだとかというふうに分けているわけでは当然ないんですが、そうい

った点はございます。 

 その辺がやはり気になるということで、学校でフィルタリングソフトを使っていらっしゃる

管理者の方あるいは先生なんかからは、とにかく掲示板は全部見えないようにしてくれみたい

なことを、見えないようにして使いたいみたいな話をリクエストとしていただくケースはあり

ます。そんな状況でございます。 

【Ｄ委員】 今日はありがとうございます。 

 この研究会で今、当面の課題になっておりますのは、通常のパソコンと違って携帯電話、特

に子どもたちが持つ携帯電話にあふれ返っている、子どもたちにとって有害な情報を子どもた
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ちに見せない方法は何だろうかという、そこが一つの議論の焦点になっているんですけれども、

こういうお仕事をされておられて、今の携帯電話にいろいろな情報があることを十分承知をな

されていると思うんですが、今のお話をお伺いしても、保護者、家庭にもたらされているイン

ターネットというものについては、フィルタリングという問題がなかなか、一番浸透していな

いところだというお話もありましたが、携帯電話はまさしくそういうものだろうと思いますが、

そういう状況を改善をしていくために、何が有効な方法だというふうにお考えになっておられ

るでしょうか。 

【ネットスター】 携帯電話のサイト、携帯電話向けにデザインされているサイトというのは、

非常に作りやすくて引き上げやすいという特徴がどうもあるところもあって、パソコン用のサ

イトをきちんと作り上げるよりは簡単に作れちゃうところがあるようですので、その分何か怪

しげなものも、事実としては結構あるかもしれないというところは感じているところです。 

 ただ、あとこういった青少年保護というか、改善するためにまず何が必要かということで、

私どもも、もう二年、三年前ぐらいからやはりこういう状況になってきて、今までは学校の中

でしかパソコンでインターネットにつながらないというのが、もうそうじゃなくなってきたよ

と。でも、そのときにどうすりゃいいのということについて、私どももいろいろ社内でも話を

しますし、いろいろな方とお話をさせていただいていて、やはり一つこれかなと思っているの

は、結局保護者の方が、きちんと今インターネットの状況がどうなんだということについて、

やはり多少は勉強とまでは言いませんけれども、知っていただかないと多分始まらないんでし

ょうねと。 

 私どもでときどき、こういったフィルタリングって何だというご説明会を、講師みたいな形

で派遣されて、いろいろお話しさせていただいたりする機会もあるんですけれども、そこで本

当にこんなに悪質なサイト、耳では聞いたことがある、新聞では見たことはあるけれども、実

物のウェブサイトを保護者の方の方がごらんになっていなくて、お子さんの方が知っているん

です。逆に言えば、私どもリサーチャーも知らないんだけれども、小学生の方で流行っていて、

「これ何とかしてくれ」と学校の先生経由でサポートに連絡が来るみたいな話が、やはりまだ

まだあるぐらいな話でございまして。普及させていくためにまず一番必要なのは、保護者の方

が実態の片鱗でも、もう少し知っていただくところが、どうしても避けて通れないんだろうな

と。それなしで、ただフィルタリングがありますよとか、幾ら申し上げてもやはり響かないと

いうのが、逆に私ども直接ではありませんけれども、こういった自分たちにとっては売ってい

くものでございますが、売るために何が必要なのか、お金を出していただかないと始まらない

ので、お金を出していただくためには、やはり、ああこれはまずいねと、見ていただくと、あ

あ、こんなのがあるんだったら何とかしなきゃというふうに、初めてつながるみたいなところ

がありますので、それをいかに保護者の方にお伝えできるかというところが、一つキーになる

んではないかというふうには考えておるところです。 

【Ｄ委員】 関連でご質問ですが、保護者にそういう状況を広げていくために、現代社会とし

てどういう手法があるだろうか、効果的だろうかということについて、お考えがあれば聞かせ
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てもらいたいということと、フィルタリングを開発する企業の方々にとって、そうしたご努力

をご自身でなされている部分があるのかどうか、あるいはそういう計画があるのかどうか、そ

うした点についても教えていただければと存じます。 

【ネットスター】 保護者の方に知っていただくための「これは!」みたいな妙案というのは、

残念ながら今のところないというのが正直な答えです。折に触れ、こういったチャンスが、イ

ンターネット利用ということを、インターネットはこんなに楽しいんだよということ、それを

知らせたいという人は結構たくさんいて、それはやはりパソコンを売りたい人、ネットワーク

を売りたい人、皆さんいらっしゃいますので、そういったところにセットで、こういう裏の面

もあるんですよということを必ずつけ加えられないかなというふうに思ったりはしますけれど

も、ただそれはものを売っていく上ではなかなか障害になりますので、そんな簡単にはいかな

いかなというところで、こうしたらぱっと皆さんにわかっていただけるみたいな妙案は、残念

ながら今のところないです。 

 ２つ目にいただいた、私どもネットスター自身でやっていることということについては、私

どもはなかなか直接のエンドユーザー様と接する機会がないので、チャンスは少ないんですが、

こういった機会も含めて啓発系のイベントですとか教室みたいなことでお声がかかれば、そこ

に出て行くようにしています。あるいは、こういう危険なサイトがありますみたいなことを、

報道発表を通じて皆さんにお知らせするみたいなことを最近やり始めているというようなとこ

ろです。 

 

(3) 自由討論 

【座長】 それでは、「携帯電話がもたらす弊害から子どもを守るために」の案を用意してい

ただいていますので、今日はそれを議論してまとめていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

【Ａ委員】 幾つか気付いたり思い付いたことがあるのですけれども、余り長くなってはいけ

ないと思いますので、まず全体的なことについて申し上げさせていただければと思います。 

 まず一つ思いましたのが、このまとめを拝見いたしまして、大変教育を重視しているおまと

めになっているというふうに思うんです。研究会では、教育による対処というのは最も異論が

ないという話が出ており、それを踏まえて、それを強調されておられるということかと思いま

す。もちろんこれは私も同意いたしまして、できるだけ教育による解決になるように、それを

ずっと見つめながらどのような取り組みも進めていかなくてはいけないというふうに考えるの

ですけれども、ただ教育に関する具体的なことは余り会議では議論されてこなかったというふ

うに思うんです。 

 手順からしますと、教育に関するヒアリングなどをもっと行って、具体的な取組とか、どの

ようなことが必要とされて特に国には何が求められているのかとか、教育だけではどうにも対

応できなくて、ほかの対策が必要ではないかとか、そのようなお話を伺って研究会で議論をし、

それを踏まえてまとめていくというのが一般的かというふうにも思うわけです。 



13/37 
バーチャル社会／第五回／06. 09. 07 ／議事録 

 これは中間報告ということですので、それでよいということかもしれないのですけれども、

今後最終報告に向けてこの研究会を進めていく中で、時間的制約があってどれだけ可能かとい

うことはあるかと思いますが、教育に関する議論というのがあってよいことなのかと思われた

次第でございます。 

 それから次に思いましたのが、研究会では実はフィルタリングについての議論にかなり時間

が割かれておりますが、今回のまとめでは、それが余り出ていないという感じがしたことでご

ざいます。教育については随分資料が出ているのですけれども、フィルタリングについてはそ

うしたものもございません。今日ヒアリングがございまして、今後これで状況が変わるかとは

思いますけれども、フィルタリングに関する資料がもっと掲載されたり、それからフィルタリ

ングにどういう問題があったり、それをデフォルト・オンにするとどのような問題があるとか、

またそれを乗り越えるためにどのような手だてがあるか、これらは前回までの会議でも議論さ

れた話でもありますので、そういったものがもっと掲載されてもいい話なのかというふうに思

っております。 

 さっきお話を伺いまして、今では随分フィルタリングの性能が高まっているということがわ

かりました。これまでなかなかフィルタリングが万全でないということで、それを最初からデ

フォルト・オンで携帯電話に入れてしまい、その利用を強制すると、漏れがあったときなどに

トラブルになってしまい、だから、あくまで主体的にフィルタリングの導入を選ばなくてはい

けないという議論があったわけでございます。しかしながら、性能はかなり高まっているとい

うことですから、デフォルト・オンの導入について、ひとつそれを支持するようなお話ではな

かったかというふうに感じました。 

 また、きめ細かくいろいろな分類が可能になっていて、年齢別の対応さえも可能であるとい

うお話もございました。前回の会合で、誰かが決めたフィルタリングシステムを一律に入れて

しまうということが、通信の自由を制約するという話がございましたが、現在では、性質の異

なる複数のフィルタリングシステムを用意して、それぞれにどういう違いがあるかも精密に提

示できる状況になっているようで、そうなりますと、ユーザーは複数のフィルタリングシステ

ムの中から、事情にあったものを選択することも可能になっており、それは、一律と言う通信

の自由の問題も緩和しているものと感じました。前回の会合で申しましたが、複数のフィルタ

リングシステムを比較することは、メディアリテラシー教育にもなることで、いろいろ違いの

あるフィルタリングシステムをデフォルト・オンにしていくことは、一つとり得る方法なのか

と思った次第でございます。いずれにしましても、フィルタリングのことが、今日のお話もあ

りましたし、今後充実されていくかとは思いますけれども、今回の報告書の案では、余り重視

されていない感じがいたしまして、この件を申し上げました。 

 それから次なのですが、これは警察庁の報告書なのですけれども、具体的には取締りなので

すが、警察が本来行う、あるいは、警察しかできないような活動についての論点が余りないと

いう印象を受けました。有害情報については、今までもこの研究会でたびたび出されてきまし

たけれども、考え方が多様でありまして慎重でなければならないわけでございますが、違法情
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報については、これはもとより基本的に取締りの対象ということになるのでしょうし、実際に

出会い系サイトの問題にしても児童ポルノの問題にしても、子どもの判断力がまだ未熟なとこ

ろにつけ込んで相手に一生残り得るような傷を残すようなことでもありますし、これは減らし

ていかなくてはならないものということになると思います。 

 事務局の方から、この問題については、なかなか警察の人員に限りがあって、取締りが難し

くなかなか減っていかないというお話がございましたけれども、それであれば増員ができない

のかとか、他にも何らかの取締りの強化策はないのかとか、そうしたことも本来議論の対象で

はないかというふうに思われます。ですから、この報告書にも違法情報の実態とか、それによ

る犯罪の実態の資料、それとともに取締りに当たっての実情とか課題、それに対する解決策の

案、それらが提示されてもよいのではないかと思った次第でございます。そのあたりの議論が

今後あってもよいかと感じました。 

 あと１点だけなのですけれども、今回の報告書の案の中では、社会的なコンセンサスをつく

るということが強調されております。これについて、２点ほど気になっていることがございま

す。 

 まず１点目が、社会的コンセンサスをつくるときに、メディア問題の場合、いろいろな立場

の人がいるのでして、誰かが一方的に何か考えをまとめるということではどうしても済まない

性質があるというふうに私は理解しております。ですから、行政機関とかＰＴＡなど関係団体

があるといたしましても、業界でありますとか教育者とか学術界とか、いろいろな立場の人が

十分に議論して、この問題の性質をよく理解して、それでコンセンサスが形成されるのがよい

のではないかと考えております。 

 例えば地方公共団体に関する文がありまして、地方公共団体の取り組みについて「社会的な

コンセンサスづくりに向けた一つの取組として大変重要であり」ということで、「大変重要」

というふうにフォーカスされる書き方になっておりますが、地方公共団体から社会的コンセン

サスに向かうというのは、少し一面的な感じがいたします。地方公共団体の議論がいろいろな

立場の意見を踏まえたものであればいいとは思うんですけれども、そういう前提がないとする

と、むしろここでの記述は社会的コンセンサスというものにそぐわないものになっていると感

じるわけでございます。 

 それから気になっているもう一つのことがありまして、「国レベルやＰＴＡなどで一定の考

え方が示されるべき」という記述がありますが、この考え方というのは国レベルとかＰＴＡな

ど、全国的な一定の考え方というように読めるわけですけれども、これは地域によって随分事

情が違っていて、適切な取組方も流動的な面が必要ではないか思うんです。 

 例えば地方では、誰か知らない人がいれば、そうした人は警戒しなければいけないわけです

が、すぐにわかります。だから、ＧＰＳなどを子どもに持たせる必要性が少なくて、持たせな

いことを実行しやすいし、そうした決定もしやすいということがありますが、都会ではそうし

にくいかもしれません。そのように、全国的に一律というのには限界があるように思われまし

て、ただ行政とかＰＴＡの全国組織が、各地域における議論や取組を活性化するというのは重
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要であるというふうに思うのですけれども、その中身の縛りは限定する必要があるのではない

かと思うわけでございます。 

 ですから、各地域において、自分たち、すなわちその地域の教育委員会とか学校、警察、関

係団体、ＮＰＯ、保護者など、その地域の方々で議論をして連携していただいて、自ら考えて

自ら行動するということが非常に重要で、自分で考えて行ったことは非常に効果があることで

もございますし、こうしたことが少し反映される文言にしていただくと、私自身としてはしっ

くり来ると感じております。 

【Ｄ委員】 今のＡ委員のご発言について私の考え方を簡単に述べさせていただき、かつこれ

からの議論でここを議論していただきたいというところが、まだ私どももございまして、説明

させていただければと存じます。 

 先生のお話の中で、まず警察の取組が書かれるべきではないかということで、これは全く警

察の取組のことについては書いていないのですけれども、特に事務局はそれを当然の前提とし

て書いているものですから書いてありませんので、もし必要であれば書きますが、その大半は

今年の警察白書に大方書き切っておりますので、書くといたしましても、少し簡潔な記述にさ

せていただければというふうに存じます。 

 私どもの取締り、警察の取締り、あるいは警察が今お願いをしてやっておりますホットライ

ンという違法・有害情報を多くの方たちから提供いただいて、それをプロバイダー等の協力を

得て削除をしていくといった取組も紹介をするような形で、簡潔にそこを書かせていただくと

いうことで対処させていただければと思います。したがって、それは今後の対応の中の一番最

初か一番最後かわかりませんけれども、どこかでそこを位置付けて書かせていただければとい

うふうに思います。 

 それから、教育中心というお話がございましたけれども、もう一つ私どもがすごく遠慮をし

ながら、余りここで明確にしなかったのは、子どもたちにこういう携帯電話、裸のままの携帯

電話、フィルタリングのかからない携帯電話を持たせるということは、大人社会の責任を果た

していない、それを持たせるべきではない、そうすべきでない取組をもっと大人社会はしっか

りやるべきだという視点を一番極端な形にしますと、何か法律なり規制を作って、子どもたち

に不適切な情報が流れるような携帯電話を持たせてはならないという規制の仕組みを作るべき

だと、その中で事業者その他がその規制の枠の中で対応していくような、そういう新たな仕組

みを考えるべきだという意見も、僕はあっていいだろうと思います。 

 それについては、私ども原案の中では書いておりませんで、むしろそういうことを実現する

ように、事業者や家庭やＰＴＡの方々を含めて、自主的な取組をなされるべきであろうという

ことが、そうは書いてはおりませんけれども、基本的にはそうした取組が自主的に行われるこ

とを期待した形での書きぶりになっておりまして、果たしてこれで実態を知ったお父さんやお

母さん、社会一般の方々の期待に応えるような研究会の意見となっているだろうかというとこ

ろも、少し心配であります。こんなやわなものでいいのかなという意見がもう一方で生ずるの

ではないかという、ちょっと懸念もございまして、その点についてもご意見を聞かせていただ
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ければというふうに思います。 

 それから、教育の関係についてでありますけれども、これは今後、委員の先生方の総意があ

れば、更に内容を検討して最終報告の段階でそれを組み込むということについて、この現在の

審議経過の中にその文言をどこかに組み込むことで対処をさせていただければいいのではない

かというふうに私は考えるところでございます。 

 それから、社会的コンセンサスの問題がございました。今議論を起こすということと、それ

から社会的なコンセンサスづくりを進める必要があるということについて、まだ議論も余り起

こっていないし、コンセンサスづくりをしようという、そういう機運が今盛り上がっているわ

けでもないわけでありますので、この中身についてはそう難しいことをコンセンサスとして得

ようというわけではありませんで、例えば今の規制のあり方についてコンセンサスを得ようと

いうのではなくて、ここに少しすくいながら書かれていますけれども、非常に危険が子どもた

ちに迫っているんだから、こんなものを裸で子どもたちに持たせておくのはおかしいじゃない

かと、そういう状況を改善するために大人社会として子どもたちにこういうものを持たせない

努力をしようじゃないかと、そういうコンセンサスづくりをできないだろうかということであ

りまして、内容としてどういう内容のものが有害なものかとか、そういう更に突っ込んだ議論

は抜きにして現状をこのまま放置できないじゃないかという、そうした社会的コンセンサスづ

くりを急ぐ必要があるんじゃないか、それはもちろん議論をしていくような話ではありますけ

れども、そんなに難しい議論じゃないし、国レベルでも、どの教育委員会のレベルでも同じよ

うなことが幾つも議論をされ、同意を得ることについてはさほど難しいものではないだろうと。

学術研究をしなければ、そういう議論にならないというわけでもないのではないか。そういう、

もう国民の誰もがこんな状態は放っておけないじゃないかと言えるような中身で、社会的なコ

ンセンサスがこの問題については得られるんじゃないかということを前提にして書いたもので

ありますので、そこの趣旨がもう少し明確になるような形で書かせていただければと思います。

というのは、やはりどこからかコンセンサスづくりをしていきませんと、誰かが何かを言って

いきませんと議論は盛り上がってこないし、下からの議論をずっと待っていますと、なかなか

話は前に進まないという、そういう思いもあって、こういう形でまとめたらどうだろうという

ことが事務局としての案でございますので、ちょっと私どもの趣旨をご説明させていただいた

後、先生方のご議論をしたいと存じます。 

 大変恐縮に存じます。よろしくお願いいたします。 

【Ｅ委員】 これまでの議論の経過をよく存じ上げていないのでお話がずれるかもしれません

が、お許しいただきたいと思います。 

 携帯電話がもたらす弊害から子どもを守るために、学校等が中心となって取り組む必要があ

ろうかと思います。当然のことながら、子どもたちを取り巻く問題は学校教育で情報モラル教

育をやるだけではなく、家庭、地域の意識啓発を進めながら、社会全体としてこの問題に取り

組まなければならない、学校教育だけでは解決できない問題だろうと思っています。 

 そこで、学校の子どもたちの安全対策、通学路の安全対策から学校内の問題も含めて考えて
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みますと、ＧＰＳの機能を持った携帯電話は学校でも重宝がられているところもございます。

中間報告案にございますように、携帯電話を持ち込ませないという考え方もある一方、子ども

に携帯電話を持たせて、居場所の確認や緊急時の連絡など、通学路における子どもの安全確保

にも活用している地域もあります。実際に学校では、結構お子さん方が携帯電話を持っておら

れる実態はあるわけです。それは安全対策の観点において、携帯電話を持たせている訳です。

携帯電話を持つことによるメリットとデメリットというのはやはり様々な場面において、いろ

いろあるでしょう。ですから、これを一律持ち込ませないというやり方が適切なのかどうかと

いうのは、やはりここはよく考えてみることが必要だろう。 

 どちらかというと、先ほどのお話ではございませんが、インターネットの場合は当然フィル

タリングソフト等をかけてやっていくわけでしょうけれども、携帯電話の場合は、どちらかと

いうと私は販売者などのサプライヤー側の問題にもう少し焦点をあてないといけないのかなと

思います。要は、保護者やお子さんがどうするか、ということばかりではなく、圧倒的な影響

力をサプライヤーが持っている状況において、受け手のユーザー側がフィルタリングをつけて

自主的に規制すればいいではないか、という発想だけでは、なかなかこの問題を防いでいくこ

とは難しいのではないかと考えています。今回の中間報告案に、サプライヤー側の問題につい

ての提起が何ページかあったかと思うんですが―「代理店では、携帯電話のもたらす危険性

やフィルタリングの機能等について十分な説明をしておらず」と、ありますが、そもそも子ど

もたちの発達段階に応じて、例えば小学生の子どもさんには、ＧＰＳ機能はあってもいいけれ

ども、インターネット機能は外した携帯電話を基本設定として売る必要もあるのではないか。

基本設定はＧＰＳ機能や通話機能、メール機能があればいいのであって、インターネット機能

は、例えばそれは当然本人の選択でもって購入をするということでも十分であろう。基本設定

の中にそういうインターネット機能等が入っているということがいいのかという問題をサプラ

イヤー側に投げかけることなどがあってもいいのではないか。川に例えていえば、いわゆる川

上の供給者側のところをきちんとしなければ、川下のところばかり言われても、この問題の解

決は難しいんじゃないかというのが、私としては思った点でございます。 

 また、先ほどＡ委員からもお話ございましたが、国からこの一つの考え方を示すべきだとい

う点についても考える必要があると思います。地域によって、様々な取組が今されていますし、

実態も様々でございますので、国が一体どういう考え方を示せるのかということ、例えば、携

帯電話を持ち込ませてはいけないとか、携帯電話はこうしなければいけないということを示す

のが適切かどうかを含めて、考えてみる必要があるだろう。例えば文部科学省が、一律に学校

や校則で決める―昔、校則を厳しく定めていた時代もございましたけれども、最近は地域の

実態に応じて、子どもたちの自主性を勘案しながら、それぞれの学校生活が規律正しく送れる

ように、校則というものを考えているわけです。携帯電話はこうしなければいけないというこ

とをきめ細かく、重箱の隅をつつくような形でやっていくということが本当に適切なのかどう

かといったことも、よく考えてみる必要があるのではないか。国が考え方を示すなら、それは

どういう性格のものかということもあわせて考えていく必要があるだろうと思っています。 
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 以上です。 

【座長】 貴重なご意見ありがとうございました。 

 ここで、ちょっとコメントさせていただくと、国が考えを示すといっても、具体的なこうい

うものを規則化してということでは決してなくて、ご趣旨が、だから文章のところの行間がち

ょっとあれなんですが、書き足りないところがあるんですけれども、やはりフィルタリングを

どうするかということと、サプライヤー側のというのをどうするかというのは、かなりつなが

っておりまして、一つのポイントはフィルタリングをサプライヤー側でデフォルトに乗っけて

やれないかという議論をかなりしてきて、それがただ、まだ明確になっていない段階で、この

程度のあいまいな書き方をしていると。国とかＰＴＡが一定の考え方を示すというのも非常に

具体的な規範を示すとか、こうやらなきゃいけないということではなくて、やはりただ先ほど

のネットスターさんのお話にもありましたように、現状を知ってもらえれば、もうちょっと前

に進む。ただ、現状を前に進める方法は、現場としてはこれとこれの話をするぐらいだという

ことだけれども、国でこういうフィルタリングの話なんかをしてもらえれば前に進むというの

は、まさに我々考えている、我が意を得たりというところでして、こちらの方向に強引に引っ

張るという意味じゃないんですが、問題提起を国がするというのは、それなりの合理性を私は

持っていると思うんですね。それについて、教育の中にまで踏み込んで、この委員会でどうこ

うというよりは、ですから逆に余り細かく教育現場でどうこうということを踏まえて、ヒアリ

ングをした上で具体的な案を出していくというよりは、一つの投げかけとして、やはり携帯は

問題がある、その問題の中にいろいろな場での教育を考えていきましょう、フィルタリングの

問題も考えていきましょうと。今の段階でヒアリングしたりなんかしてまとめてきた情報をこ

こに集約させていただいているということで、ご理解いただきたいと思いますので、もちろん

これで一応まとめたとしても中間報告でして、もちろんリファインしていくということでござ

いますので、ただ貴重なご意見、また今後ともよろしくお願いいたします。 

【Ｆ委員】 一つは、今のご意見に対してなんですけれども、校則で一々こういうふうに細か

いことを書けと、こういうふうに私たちは今まで議論してきたわけではないと思うんですね。

ただ、やはり余りにもみんな問題点を知らな過ぎるということがあって、これはもっとやはり

情報としてきちんと提供していくということが大事だというのが、共通の認識だと思うんです。

これは、別に携帯電話の問題に限らず、例えば悪徳商法というのがはやれば、もちろん悪徳商

法をやるのが悪いに決まっていますし、取締りをするなり規則をきちっと作るなりということ

はあるけれども、そこから身を守るためにはどうするかということを教えてますね。 

 例えば、学校の現場に最近は司法書士さんが行っていろいろな講座をやったりすることもあ

るようですし、それから私はカルトの問題なんかもやるべきだとずっと言っているんですが、

残念ながらなされていません。やはりそういう子どもが健全に、あるいは幸せな大人として育

っていくために、それを阻害するようなものについてはきちんと知らせていく、あるいはそれ

から身を守るためのある程度のノウハウみたいなものも伝えていくということは、やはりとて

も大事なことじゃないかなというふうに思うんです。サプライヤーの問題だということはもち
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ろんで、それについてはフィルタリングのついたものをデフォルトにするとかということが、

かなり私たちのコンセンサスの中にあるんではないかなという気がしました。 

 それとは別に、先ほどのＡ委員と、それからＤ委員の話を聞いていて思ったことで、警察の

問題なんですが、よくここで話されているときに、警察の方もそうなんですけれども、違法・

有害なこの情報というふうに結構セットでくくられているところがあると思うんですが、違法

の情報と、あるいは違法状態を誘発するような、極めて違法に近いような情報と、それからい

わゆる有害情報と、やはりある程度警察に関して議論するときには分けて考えなきゃいけない

と思うんですね。違法あるいは違法状態を誘発するようなことについて、きちっと取り締まっ

てほしいというのは、これは全然異論がないところだと思うんです。ただ、有害情報と言われ

ているものについては何を有害とするかとか、そのほかの権利との関係でどうかということで、

非常に微妙なところになると思うんですね。ただ、その違法あるいは違法状態を誘発するよう

な情報に関しては、警察がこれまで以上にきちんと対応できるようなことを期待するというこ

とは、入れてもいいのかなというふうに思います。 

 さっきネットスターさんの話を聞いていて、チェックする方が35人とおっしゃいましたよね。

私は、その人数の少なさにびっくりしたんですね。35人でこれだけのことができるのかと。恐

らく相当のスキルを持っていらっしゃるなり、教育をされていると思うんですね。ですから、

もちろん警察が何か立件するときには、それなりにいろいろな証拠を固めたりとか、もちろん

いろいろな何倍もの人が必要だということはわかりますけれども、少ない人数でどれだけのこ

とができるかということを、やはり警察ももっともっと研究をしてもらいたいという、そうい

う私たちの期待みたいなものは込めてもいいかなというふうに思いますし、あるいは警察がも

し、ここまでやりたいんだけれども、何が障害になっているかということがあるのであれば、

これは警察の方から社会の方にＳＯＳを出してもらうということもやはり大事じゃないかなと

いう気がします。 

【座長】 ありがとうございました。 

 私も全く同感なんですけれども、今日の話で、ネットスターさんの話はかなり衝撃的といい

ますか、35人というのもすごいと思ったんですが。ここで分けますよね、これがアダルト系だ

と入れられると、それがこれからどんどん増えていくと思いますから、はじかれますね、ブラ

ックリストに入ると。そうすると、そこに対するアクセス数が落ちていきますね。これって物

すごくバイタルな問題なんですよね、ヒット数というのがウェブの世界ではあれですから。そ

のときにだから、さっきＦ委員がおっしゃった、有害情報をどこで線を引くかという問題も非

常にシリアスなんです。だからこういうリストに載るか載らないか、経済的に見たら物すごく

大きい。やはりそれをただ社会の動きの大きな歯車の中で、もうネットスターさんたちみたい

な形でやらざるを得ない。それで覚えていってウェブの社会に成り立つんだと思うんですね。

それと同じで、有害情報を規制するというところも、ある程度違法で逮捕とか何とかというの

はがちっとやりますけれども、ここまでは有害じゃないのというのは、もやもやっとしたコン

センサスみたいな、恐らくだからそういうものを作って、一つの柱になっていくのがネットス
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ターさんみたいな現場でのセレクションで、そういうものがトータルとして、もやもやっとし

ているけれども有害情報ができてくるのかなと。ただ、間違いなく前に伺っていた状況よりも

前に進んできているなと。 

 さっきＡ委員がご質問されて、ヒット率というんですか、90何％、僕らも大分前に聞いてい

たのと状況が違うんだなと。やはり新しい状況に応じて新しい問題が起こってきているんだな

と思ったんですけれども。Ａ委員のご指摘はもうすべてごもっともなんですが、教育の問題と

フィルタリングのことが、もうちょっときっちりまとまった後で中間報告をというと、ちょっ

と遅くなり過ぎちゃう面があるんですね。 

 あともう一つは、国が何か基準を出すというのが、押しつけ的に見えちゃうのはまずいので、

やはり自発性といいますか、それこそ双方向性みたいな形でという形には直していただいた方

がいいと思うんですが。教育のヒアリングみたいなものをやらないと中間報告出せないと言い

ますと、そこはちょっときついと思うので、このあたりで、またそれはもちろん踏まえて、文

科省ももちろん、相当ご意見をお持ちと思うので、それはきっちりやっていかなきゃいけない

と思うんですけれども。Ａ委員のご趣旨も、今回の中間報告で、教育現場のヒアリングを入れ

ないと中間報告を出しにくいということではないですね。そこをちょっと、大事なポイントな

ので……。 

【Ａ委員】 最終報告までにまだ議論があろうかと存じますので、最終報告までにまたそうい

うことも折に触れて、議論していくということでよろしいかと思っております。中間報告の中

でも今後議論があるというようなことが出せるとよいかと思っております。 

【座長】 ありがとうございます。 

【Ｇ委員】 やはりＡ委員がおっしゃっていましたが、私の方も子どもに携帯電話を持たせる

としても、どのような機能かというこの中に出ていました「その際、学校、家庭・ＰＴＡの役

割・責任の在り方についての整理が必要である」というところと、それから「国レベルやＰＴ

Ａなどで一定の考え方を示されるべきである」という、ここの文のところがＰＴＡの組織上の

問題として、内容をお互い共通認識として持つための活動を行うということは十分に可能であ

るし、お互いにそのために子どもたちの安全、安心のための環境づくりの活動をしているんで

すが、一つのコンセンサスというか考え方を持って、それをその組織の一つの方向性として示

すというのは、なかなかＰＴＡとしての組織上の成り立ちとして難しいところもありますので、

この辺のところは今もおっしゃっていただきましたように、今後の話の中でＰＴＡ活動をどの

ように活用していくのかということを、もう少し議論をさせていただきながら文章化させてい

ただければなというふうに思っております。 

 具体的に言うと、家庭・ＰＴＡの役割・責任ということなんですが、私どもＰＴＡとしても、

小学校、中学校の組織から見ますと、単一ＰＴＡでは活動されておりますが、各地方協議会に

は加入していないＰＴＡもかなり多く存在しているということも事実ですので、この辺のとこ

ろもＰＴＡの役割としての共通認識を持つ活動を行う上においては、役割としては十分に活用

できると思うんですが、２番目の一定方向、一定の考え方を示す組織として存在できるかどう
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かということに関しては、もう少し情報もお伝えをしていきたいなというふうに思っています。 

 それで、一つ参考なんですが、去年の私どもの17年度の調査の中で、子ども教育のための社

会環境でどういうことの意見があるかということで、「携帯電話、ＰＨＳで大人が知らないう

ちに連絡をとっていて不安だ」という設問があるんですが、この中で「そう思う」というのが

51％、「そう思わない」が44.3ということで、かなり保護者の意識が拮抗しております。です

から、まだまだそういう意味での共通認識を持つための活動が今後まだまだ必要なのかなとい

うことも、この調査で読み取れるということもお伝えをしておきたいなと思っています。 

 以上です。 

【座長】 先ほどのＡ委員のご指摘と合わせて、中間報告をするときに、一定の意見を出すと

いう書き方は、やはりちょっと修正をさせていただいて、将来に含みといいますか、柔らかく

しておいた方がいいと思います。 

 あと、この場でまた時間があれば、ＰＴＡの組織の問題なんかもご披露いただいて、ご議論

できればありがたいと思うんですけれども。 

 ほかに。お願いします。 

【Ｈ委員】 私なんかはかなり強い意見を持っている側の人間の一人ではあると思うんですけ

れども、この「一定の考え方が示されるべきである」、これが私は必要だと思っているんです。

というのは、考え方がまるでばらばらなのが現状なのです。細かい項目まで一定の線を出さな

いまでも、方向性として一定のラインを出さないと、これは各都道府県、市町村も教育委員会

も具体的に動けない。現実に今、具体的にじゃあ何をどう議論していいのかということの整理

がまだ不十分なような状態なんですね。 

 まず前提として、いろいろな通信の権利とか、そういうものも絡んでくるといいますけれど

も、よく教育畑では、遊びの段階で家遊び、軒遊び、外遊びという段階、小学校はまさに「軒

遊び」ですね。軒遊びというのは―これは柳田國夫さんの言葉から始まったんですけれども、

つまり親の管轄のもとで軒下で遊んでいると。そういう段階を経て、ようやく子どもたちはよ

り自由な外遊びに出て行く。その軒遊びの段階に対して、ある程度の信念とともに一定の線で

管理するということは、すごく大事なことであるというふうに思います。 

 この夏も多くの親御さんと会ってきました。そして、会うたびにこの携帯電話の問題を親御

さんに質問してきました。すると、やはり多くの親は、このフィルタリングのサービスについ

て知らないんですね。本当に無知なんですよ。「危険だ」ということは、これは全員わかって

いるんですね、携帯電話を与えている親たちは。しかし、フィルタリングサービスがあって、

特によく聞かれたのは「それは幾らぐらいかかるんですか」というのと「どこに申し込めばい

いんですか」という質問が必ず返ってくるような現実の中で、やはり知らない状態を知らしめ

るようにしようとしたらどうすればいいかといったら、これはいろいろな方法があるんですけ

れども、例えば国とかじゃなくても学校でもできることだと思うんです。 

 私がちょうど高校の教師になったのが99年、そのときに携帯電話が一気に普及してきたころ

だったんですね。その中で、親たちは時代の流れの中でみんな持っているからということで子
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どもに買い与えたんですけれども、そこでとんでもない問題が次々に起こっていったんです。

というのは、親元離れて北海道にいたもんですから、通話料10万円、15万円というのが平気で

起こったんですね。その中で、入学式で翌年から言うようにしたんですね。通話料の上限とい

うのが申し込めますと。こういう手続で申し込むと、この会社は申し込めますということを知

ったら、今度はみんなそれを持たせた。つまり、例えば入学式で学校が一定で発信する、ある

いは教育委員会のガイドラインを一定の方向性を示して、学校でそういうことをするんだとい

うふうに決めれば、ある程度の線で浸透していくと思うんですけれども、各学校にゆだねた場

合には、それこそ言う学校もあれば言わない学校もあり、そして知らない保護者が圧倒的とい

う、そういう中に入っていってしまって、まさに本来「軒遊び」であるはずが、まるで「外遊

び」になってしまっている。つまり、学校の休み時間に、教育者が休み時間の教室を全く見て

いないという状態に今なってしまっている気がするんですね。 

 だから、教育プラス一定の線、これはしっかりと告知しなければいけない、これは教育現場

に対しても、あるいは販売者に対しても、一定の線というものを出した上でそれを履行させな

ければ、この問題については、これからももっともっと、また別種の問題がこのバーチャル社

会の中に出てくると思うんですね。そうすると、それにもう完全に追い抜かれていって、後追

いのモグラたたきがずっと続いていくような気がするんですね。だから、今先回りしてある程

度、これはすべての人に対してじゃなくて子どもに対してですけれども、ある程度の線引きと

いうのをするのが時代の大人たちの責任じゃないのかなと、私自身はすごく強く感じます。 

【座長】 ありがとうございました。 

 それで、ちょっとニュアンス違っちゃうんですが、ある意味で同じ国レベルで発信しなきゃ

いけないという実感を私強く持っているのは、何か今、Ｈ委員に言っていただいたのとほとん

ど同じ意味で、細かいことまでというんじゃないんですけれども、東京で条例でフィルタリン

グみたいなことをやったんですが―だけれどもだめだったんです。こういう問題は、やはり

国レベルで考えて、インターネットじゃなくて携帯電話が問題ありますよと。だから、全部携

帯電話はだめですとか、こういう種類にしなきゃだめということじゃなくて、議論を喚起する

というレベルでも、やはり国レベルで議論をしていく。 

 地方の時代であって、地方から積み上げていく方がいいという領域ももちろんあると思いま

す。ローカルな面もあるんですが、携帯なんかは、やはり全国区の動きじゃないでしょうか。

それと、動かしているのがＮＴＴさんでありａｕさんですか、あとボーダフォンさんですか。

それはもう全国区ですよね。その意味で、具体的なヒアリングの中身というのはまだ動いてい

るんだと思いますが、何かそっちの方向で取り組んだらどうなのかということを、やはり全員

一致というのは難しい面はもちろんあると思うんですが、ほぼ問題意識を持とうよというとこ

ろは、それから先どこまで突っ込むかというのはやはり議論して、皆さんの合意のできるとこ

ろで書いていくということだと思うんですけれども。今日伺って、やはりフィルタリングとい

っても、いややったってむだですよ、ほとんど効果ありませんという話を随分聞かされたわけ

です、地方自治体でやっているときなんかでもね。だけれども、いや日本の技術はそんな捨て
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たもんじゃないよという面もあるかもしれない。 

 やはり私は、最後は楽観主義者だからあれですけれども、技術で新しく出てきた問題だった

ら、やはり日本人だったら技術で挑戦して、それを押さえ込んでというか、いい方向で、より

発展的にやる方向を努力すべきじゃないかと。ただ、そのときに国が一定の方向性というとま

た言葉はきついのかもしれないですけれども、やはり問題性を指摘していくと。単なる利益、

もうかるかもうからないかだけの力で任せておくだけでは、いい方向に必ずしも行かないので、

やはりこういう問題があるから直せないかということを業界にも働きかけるというような動き

の一つとして、研究会の報告書みたいなものがあってもいいのかなと思っているんですけれど

も。 

【Ｉ委員】 今の関連なんですけれども、まず具体的に、携帯電話の会社に対して要求できる

ことといいますか、フィルタリングの利用者数や利用率については、随時公表していくべきで

あるというようなことについて、それがなぜ公表できないのかというのが非常に疑問なわけな

んです。 

 特に前回ですか、来ていただいたときに、確か全部公表しておりませんということで、おし

まいになったような気がします。 

 今回もその数字自体が出ていなくて、それから先ほど各委員からもお話があったように、フ

ィルタリング自体のことの知識や、具体的なところもわかっていないと思います。各企業なん

かだったら、パソコンの場合には、もうそれが見られないようにしましたということがありま

す。各家庭になったら途端にそれがほとんど放置されているという状況、まずできることから

やっていくべきであろうと思います。その中で各携帯電話の会社に対してどこまで要求できる

か、国に何を言えるか、それから保護者に何を言うかという、いろいろ次元の違う問題もある

でしょうけれども、携帯電話の会社や販売店とか代理店に対しては、少なくとも、どのぐらい

の割合でフィルタリングの機能が利用されているのか、各会社によってどうなのか、その数字

が増えているのかが知りたいです。それから認知の状況が来年の３月までに70％を目指すとい

うような形だったんですけれども、具体的にできる数字のところや、フィルタリングの利用者

数や利用率については、随時公表していくべきであるというような書き方で終わっていらっし

ゃるんですけれども、これが効果を持つような形を考えていただければと思います。もっと会

社の方にもアピールできるんだったらそれでいいし、そうじゃなくて、今、座長がおっしゃっ

たような形で、国の方とか各方面からのコンセンサスのアピールの状況の中で、ここら辺を強

く言っていただけるのであれば、それをぜひ具体的に実施していただきたいなというふうに感

じております。 

【Ｇ委員】 今のＨ委員のことに対して、私どもの方は基本的には賛成の形で進めておるんで

すが、ただ組織上の考え方としての進め方が、この一定方向を示すに当たって、ちょっとステ

ップが必要かなということであります。私も当然、ｅ－ネットキャラバンのホームページを使

って、また日本ＰＴＡとしてもいろいろな形で環境委員会から各協議会の方に情報を、使える

ようなサイトを皆さんにお伝えをして、できるだけ共通認識を持つような努力は当然しており
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ますので、その辺の部分のところのスタンスをどうとるかということだけを、ちょっと一緒に

議論させていただければなというふうに思っております。 

 ぜひとも私どもの方も、先ほど言いましたフィルタリングソフトの認識率は、去年でもまだ

34.2％ということで、やはりまだまだ低い状況でありますので、ただ14年から22、27、34とい

うことで非常に数字は伸びてきておりますけれども、まだまだ保護者として認識は足りません

ので、そういう意味で知らせていくという方法に関しては、お互い協議をして、よりよく進め

ていきたいなというふうには思っております。 

 以上です。 

【Ａ委員】 一定の考え方ということについてなのですけれども、例えば国レベルで関心を喚

起するとか議論を喚起したり、この問題についての理解を深めるような取組をするということ

については異論がないと思うんです。さらに、そのときに例えば、どういうことが論点になる

のかということを提示したり、他にも、例えばこういう問題が起こっているとかの情報提供を

するなどのことも恐らくかなり合意されうることではないかと思うんです。問題なのは何が有

害かとか、そうしたコンテンツに関する判断、これについて国が一律に決めてしまうのがどう

なのかというもので、これについては意見が分かれているということだと思います。ですから、

そのあたりについてどこまで国が踏み込むべきことなのかということ、それ自体が議論の対象

であるということで、中間報告ではまとめておくということではいかがかと思うんですけれど

も。 

【座長】 私なんかも全く同じ考えでして、さっきＦ委員のご指摘にあったとおりで、有害と

いうのは非常に難しくて、警察庁でホットラインを作っていただいたときに、結局一番問題な

のは、何を有害かでどこまで通報して、プロバイダーがどこまでチェックを入れるかというこ

となんですけれども、それを国が決めちゃまずい、警察が決めちゃまずいと。だから、やはり

警察も一歩引いて民に決めてもらう。団体の人たちが集まって決めるという線は絶対守ってい

るんですね。やはりそこで、そこにそういう民がうまくやるような組織について、官がお金を

出していくというところで止まってている。お金の出し方も、だから非常にワンクッションも

ツークッションも置くという形で、ホットラインを作っている。ですから、ホットラインが恐

らくフィルタリングのもとになるデータを集める一つの大きなポイントになるんだと思うんで

す。35人でしょう、だけれども、ホットラインというのは日本中の国民が電話をかけている可

能性があります。このサイトおかしいよねと。それに対して、そこにある程度、国の委員会に

も加わるようなレベルでそういうことに関心のある、やはりでも民間の団体の方々が加わって、

一応線引きを行っている。それがただ、やはり公的な唯一のラインではないんだと思うんです。

だけれども、それを行きつ戻りつしながら、民間が加わりながらコンセンサスを徐々に作って

いく。ここで書かれた内容も、そのコンテンツの中身まで踏み込んで、国が一歩出るというの

は絶対しないという趣旨は貫かれていると思いますので、ただまとめ方が悪くて申しわけなか

ったんですけれども。 

【Ｆ委員】 それに関してなんですけれども、ですから有害情報に関しては、Ａ委員がおっし
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ゃったように、どれで線引きするのかとか、どこが線引きするのかとか、やはりそういう議論

を深めていく必要があると思うんですね。ただ、やはり違法のものについては、もうすぐさま

やれるわけですし、やっていただかなければならないので、それについてやはり警察及び関係

機関の一層の奮闘を促すような形にしたらどうかなという、中間ではそれにとどめておいたら

どうかというような気がしています。 

【Ａ委員】 報告書の案の文言について少し気になっていることがありまして、それを少し申

し上げたいのですけれども。 

 「子どもが非行・犯罪を犯したり、犯罪に巻き込まれる危険性が高まっていること」という

ところから始まる節がありますけれども、アとイとウの３つに分かれていまして、アが「非

行・犯罪に巻き込まれる危険性」、イが「出会い系サイトなどを通じて福祉犯被害に巻き込ま

れている状況」、ウが「子どもの携帯電話の悪用による被害の深刻化」となっていますが、内

容的にアとイの区別とアとウの区別が少し分かりにくいかと思った次第でございます。 

 まずアは、非行・犯罪に巻き込まれる危険性となっていて、イも出会い系サイトなどを通し

て福祉犯被害に巻き込まれている状況となっていて、こちらも福祉犯被害、すなわち犯罪に巻

き込まれるということで、アとすごく重なっているように見えるわけです。それから、アとウ

についても、アには非行をしていく例が挙がっていまして、ウも、これも悪用によって悪いこ

とをしているということで、かなり類似しております。何が本質的に違っているかを少し考え

てみたのですが、もしもうまくいくようでしたら、ご検討いただきたいと思います。 

 アは、携帯電話のコンテンツでありますが、これの影響で子どもが加害者になったり被害者

になったりする問題かと思うんです。性暴力情報の影響によって、性暴力を振るっていくとい

う懸念でありますとか、家出サイトの情報で家出というものは悪いものではないと思って家出

に至るとか、そういうコンテンツの影響で加害者になったり、また被害者になったりするとい

うものかと。イの方は、大人が悪意をもって携帯電話を使い、それによって子どもが被害を受

けているというもので、出会い系サイトなどで、被害に巻き込まれるというものは典型的なも

のと言えます。ウは、これも携帯電話を悪用するものですが、子どもが加害者になるというも

のと思います。この違いを踏まえて、例えばイの冒頭の部分で「以上は携帯電話のコンテンツ

による影響で、子どもが加害者あるいは被害者になる例であるけれども、さらに大人が悪意を

持って携帯電話を利用した被害者に子どもがなる場合もある」のように書いて、区別をもっと

はっきりさせられるかもしれないと思ったわけでございます。 

 それから、（３）子どもの成長にとって好ましくない結果が生じることが懸念されることと

いうタイトルがありまして、「「メール依存」など子どもの行動への影響」とございます。そ

して、その下に「懸念される子どもの行動例」というのが幾つか挙がっております。これは、

行動というのとは違っているように思うわけです。「食事中や懇談中にも携帯を利用し続ける

ことにより家族や友人間の直接の触れ合いが妨げられる」というのは、これは行動ではなく、

行動とするならば「食事中や懇談中さえにも携帯を利用し続ける」ということになろうかと思

うんです。また、家族や友人間の直接の触れ合いが妨げられるとなりますと、携帯電話が何か
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コミュニケーションの障害になっているという、社会性を失わせるというような感じがするん

ですけれども、実は携帯電話の利用によって、むしろ友達はもちろんですが親子のコミュニケ

ーションも豊かにしているという指摘も随分ありまして、少し誤解を招く感じがいたします。

ですから、食事中や懇談中の際にも携帯電話を利用し続けるということで、社会的なルールを

守っていないという、その問題性として解釈できる書き方の方がいいように思います。 

 それから、「携帯電話の利用に過度に時間がとられ、戸外での遊びや友達と直接会話をする

ことなど子どもの成長にとって重要な活動の妨げになる」ということですけれども、これも

「妨げになる」というのは行動ではないので、戸外での遊びや友達と直接会話をすることなど

の活動を行わないということだと思うんです。ただ、子どもの成長にとって重要なということ

になりますと、戸外での遊びや友達との直接会話というのが、携帯電話の利用よりも重要だと

いうことが言えないといけないということになり、そこの評価が今の段階では難しいかもしれ

ないと思います。 

 そこで「子どもの成長にとって重要な」というのをとって、私は「多様な」というものに変

えた方がいいかと。「多様ないろいろな活動ができない」ということは、いろいろな可能性を

失わせることですので、より合意しやすいことではないか思うわけです。 

 それから、「過度に時間がとられ」とありますが、実は携帯電話を利用する子どもの方が、

戸外での遊びや友達との会話が多い状況があります。例えば実際に次のページに調査結果があ

りますけれども、メールの利用頻度が高い子どもは、むしろ友達が多く、外でよく遊びます。

ですから、ここはこのままでは不整合があります。そこで、「時間がとられ」ではなくて「時

間がとられた場合」として、極端に使い過ぎた場合であれば、戸外での遊びや友達との会話さ

えも阻害される可能性が出てきますから、それを含意することで一応不整合を解消できるので

はないかと思います。 

 それから、「些細なことで友達関係を解消するなど、人間関係において人間の思考を短絡的

にする」という文については、「短絡的な思考を行う」というのが行動でしょうから、そうま

とめる方がよいかと思います。ただ、この報告書は、出されてきた意見をレビューすることを

基本としているということかもしれず、そうであればあってもいいということかもしれません

が、短絡的な思考というのは私の分野では余り言われてはいないことでございますので、私の

気持ちとしては、これは削除してほしいと感じもしております。 

 また、調査の結果がございまして、１つ目の「１日50通以上メールをする中学生は、できな

いとイライラしやすい、22.9％」などとありますが、このパーセンテージの意味がよくわから

ないと思うんです。例えば「学校のことがおろそかになる」12.9％というのは、むしろ少ない

ように見える数字でありまして、これだけ見ますと、これが何を意味しているのかわかりませ

ん。もう少し数字に関する構造を示す必要があろうかと思います。 

 それから、その次のポツのところの文にありますが、この調査結果は、「メールの利用頻度

が高い子は」、友達が多く外で遊ぶとか、活動的で好奇心が旺盛であるとか、高い共感性を持

っているとか、むしろ社会性が高いことを示しています。ところが、その前の文章では弊害の
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方が書かれていて不一致になっています。ですから、この不一致について説明をしないといけ

ないんだろうと思います。携帯電話には社会性の高さとのつながりが見られているが、また別

の面での弊害が心配されるとか、そういう整合性をつけるような説明が必要であると思うわけ

でございます。 

 最後ですが、その次のところで「大人社会への不信感やルールの軽視」というのがございま

して、「子どもが様々な情報に接し、インターネット上では違法・有害情報が氾濫している状

況を大人が放置していることを認識して、大人社会への不信感を募らせるということも指摘さ

れている」ということですが、これが本当かという気がいたします。むしろ放置しないでいろ

いろ規制する方が、自分たちはそんな問題を起こすはずがないのに、自分たちを信用しないで

そんな規制をしてくるということで、不信感を募らせるかもしれないというようにも思いまし

て、これは、私はデータを示した方がいい話であると感じました。それがなければ慎重に扱っ

て、これは言及しない方がいいかというふうに思っているわけでございます。 

【座長】 先ほどＡ委員からご指摘があった部分についての検討ということで、事務局と具体

的に話をされて解決した部分というのはあるのかもしれませんけれども、全員の委員の方のご

疑問というのも重なっているかもしれませんので、まず先ほど申し上げたアとイとウの整理で

すね。それに対して、Ａ委員からこういう趣旨であるからこう直したらということも含めてご

発言があったわけですけれども、これについて事務局の方から簡単にコメントをいただけます

か。 

【事務局】 はい。 

 イの冒頭に「子どもは」の前に、次のような文章を加えるということでいかがでしょうか。 

 「アは、携帯における不適切な情報に影響され、子どもが非行や犯罪に巻き込まれる危険性

について述べたものである。しかしながら、携帯の不適切な利用によって、大人が携帯を悪用

した犯罪に巻き込まれる状態もある」と。 

【座長】今のを全部入れる、要するに今「巻き込まれることである」ということをはっきりさ

せるという趣旨ですね。 

【事務局】 そうです。その後に「子どもは」を続けると、大人が悪用した犯罪、それに子ど

もが巻き込まれると。 

【座長】 ウは、そうするとどういう関係になるんですか。 

【Ａ委員】 アの方は情報が悪さをするもので、イの部分は人、すなわち大人が携帯を悪用し

て悪さをするものと捉えております。これに対し、ウは、今度は子どもが携帯を使って悪さを

する、加害者になる場合です。アの場合は、人が直接ではなくて情報が影響を与えて、その結

果問題が起こるということで、イやウと区別できるのではないかというのが私の意見でござい

ます。 

【座長】 ほかの委員がご納得いただければ、これで一応そこのところは、今言ったような論

理的な関係で分けるということで。 

 それではあと、次の「子どもの成長にとって好ましくない結果が生じると懸念されること」
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の中身として、丸括弧の「懸念される子どもの行動例」の言葉を削るということなんですかね。 

【事務局】 そうです。行動例として、１番目は「利用し続ける」でとめて、行動ということ

を明らかにすると。一つ飛びまして「携帯電話の利用に」のところですが、２行目「すること

など子どもの成長にとって多様な活動を行わない」という文章すると。 

【座長】 懸念される子どもの行動例の中で、一つは「例えば食事中や懇談中にも携帯を利用

し続けることにより家族や友人間の直接の触れ合いが妨げられる」というのを「利用し続け

る」で切るということなんですね。 

【事務局】 そうです、「例えば」も切って「食事中や懇談中にも携帯を利用し続ける」と、

それ自体が懸念されることの行動であると。 

【座長】 そうですね。 それから、「携帯の利用に過度な時間がとられ、戸外での遊びや友

達と直接対話をすることなど子どもの成長にとっての多様な活動をを行わない」と。 

【Ａ委員】 一つよろしいですか。 

 「子どもの成長にとって」というのをとって「重要な」というのは削除するということで、

私の案を申しますと、「携帯電話の利用に過度に時間がとられた場合、戸外での遊びや友達と

直接会話をすることなど多様な活動を行わない」。これはかなり細かい話なので、例えば私と

事務局の間で少しすり合わせをさせていただくということでいかがでしょうか。 

【座長】 わかりました。今のレベルの話であればいいと思うんですが、ただ「大人社会への

不信感やルールの軽視」というところ、これはデータがきちっとないのであれば、ここを落と

したらどうかというご指摘があったわけですね。これについては事務局の方のお考えはいかが

でしょうか。 

【事務局】 数字では示せないんですけれども、議論の中でこういう指摘がございました。良

識のある子どもが、大人がそういう現状を認識しながら放置していること自体、不信感の原因

になるんだというご指摘でございましたが、その部分も指摘の一つとして入れたものでござい

ます。 

【Ｆ委員】 先ほどＡ委員がおっしゃった、私もここの部分は賛同するところがあるんですけ

れども、警察というところが最も、裁判なんかでもそうなんですけれども、この人は問題であ

るということを立証するために、あれもこれもいっぱいいろいろなことを、大も小も含めて盛

り込むという傾向があるように思うんですけれども、やはりこれはもうがっちりとしたものを、

誰もがわかりやすいものを、少なくてもいいからぼんぼんと出していくという方が、説得力が

あるんじゃないかなという気がするんですね。確かにこういう指摘をする人もいるかもしれま

せんけれども、そういう指摘がマジョリティーであるとも思えないし、あるいはそういうデー

タがあるわけでもないので、こういう議論が分かれそうなところのものを入れ込むよりも、多

くの人がそれはそうだという納得できるものを、数少なくても出していった方が説得力がある

と思いますので、ここはこの項目そっくり削除しちゃっていいんじゃないかなというふうに思

います。そうでなくても、携帯電話のバーチャル社会における携帯電話の問題性というのは、

すごくよくわかると思うんですね。ですから、こういうあいまいな雰囲気に属するところを入
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れるよりも、こういうのは削除を思い切ってした方がいい、もしこれがどうしても必要だとい

うなら、もうちょっと具体的なデータをそろえた上で、最終的な報告書の中に入れるか入れな

いかを検討したらいいんじゃないかと思います。 

【Ｈ委員】 自分はどちらかというと反対で、ただ文言の表現がすごく混乱するというか抽象

的な気がするんですけれども、子どもたちは大人たちが、自分たちがアクセスしているサイト

を知らないというふうに多分考えているんですよね。多分じゃなくて、これは現実だと思うん

です。大人たちは知らないですよ、子どもたちが具体的に何をアクセスしているか。これは動

かしがたい現実ですよね。やはりそれを書くこと、あるいはその後の学校の問題、これも表現

の仕方を変えれば、これも誰しもわかっていること。学校で持ってくる問題についてどうなっ

ているのかということもわかることなので、「指摘されている」と後半にあるので、それを書

いておくことも一つの具体的考察の原因になるなと、私はどちらかというと思うんです。 

 逆に言えば、その上にあるこの魚住レポートですね。この魚住さんのレポートの問題の方が

非常に勘違いを呼ぶかなと思っているんですけれども、例えば先ほどＡ委員が指摘した「メー

ル頻度の高い子は「友達が多く」」という項目がありますけれども、これは単純に読むとそう

思うんですが、実は私自身の実感としては違います。友達という認識の違いなんです。一般的

な友達というの認識と、彼らの友達という認識は全く乖離している。例えば家も知らない、名

字も知らないで「友達」と言い切ってしまう関係。つまり、薄くて広くて危うくて、悪いこと

は一緒にできてしまうという、それをもって「友達」と表現している部分が今非常に問題なん

です。 

 高い共感性、社会性の部分では発達しているというけれども、私はこういう人間たちの持っ

ている社会性というのは、本来持たせるべき社会性とかではなくて、逆に言えばバーチャル社

会性というんですか、成長のために必要な社会性ではなくて、自分たちで特別に作っちゃって

いる特殊社会性、現実社会と乖離した社会性、裏切られるだけで、思い通りにいかないだけで

すべてを壊してしまうとか、そういう問題が―だから、この項目自体が、説明が必要、でも

説明するというのもちょっと難しい問題でもあるので、この項目の扱いと、先ほどＡ委員が指

摘した前後との兼ね合い、整合性の問題が、これを載せると逆に難しくなるというか、突っ込

みどころが多くなるだろうなというのはすごく感じます。逆に、それに比べれば、その下の方

が文言だけ変えれば、特に具体的指摘の中の一つとしては、問題ないのかなと私は感じます。 

【Ｉ委員】私もどちらかと言えば、Ｈ委員のおっしゃることの方に同意なんです。というのは、

かっちりしたところを全部というのもわからなくはないんですけれども、現実にイのところの

部分に関して、少なからず子どもたちが、こういう形のとらえ方をしているというのはあるの

で、ただそれを数字として出すということはできないなら載せない方がいいのかと思います。

少なくとも、そこら辺を実態として感じているので、そういう表現として指摘されているとい

うような書き方にするのか、ここの工夫は必要だと思うとともに、全体的なバランスからして

あってもいいのかなというふうにも、最初読んだときに感じておりました。 

 それと、最初に魚住先生に、この調査を伺ったときの「メールの利用頻度が高い子は」とい
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うところのその状況に関して、これが本当にそれでいいのかどうかというところに関しては、

少し疑問です。調査の結果として友達が多いといった評価の問題も入るし、それから高い共感

性とか社交的とかということに関して、これが逆にデータとしてきちっと出ているという形の

ご報告なので、それをあえて否定するつもりはないんですけれども、ここでそれを前提とする

という話でいいのかどうかというところに関しては、反論的なところが出てこないのかなとい

う思いもあるので、不安に思ったというところは正直いってございます。だから、意見という

ことで言えるとすれば、イのところに関してはイのところと、それから上のところがセットな

のかどうか、ちょっとわかりませんけれども、データをきちっと出すという意味でいくと両方

載せるか、それとも逆に両方どうするかというのを考えるべきではないかと思います。以上で

す。 

【Ｆ委員】 今、Ｈ委員とＩ委員の話を聞いていて、なるほどなと思ったんですね。私は、Ｉ

委員が最後におっしゃった、両方これで落とすという方に傾きつつあるんです。というのは、

成長にとって好ましくないというと余りにも広過ぎて、つまりこの子が犯罪に巻き込まれたり

犯罪に加担するかということだけじゃなくて、この子がマナーも正しいいい子か悪い子かとい

うところまで、ちょっと包含するような、かなり広い部分ですよね。ですから、警察庁が主催

している研究会が出すところを考えると、やはりもうちょっと、このエリアをかっちり限定さ

せた方がいいかもしれないなという気がします。もしこういった問題にまで踏み込むのであれ

ば、もう少しデータをきっちりそろえて、それが犯罪との関連のきちっと言及して言った、言

える段階になってから出すなら出すというふうにした方がいいかもしれないなという気がしま

すが。 

【Ｂ委員】 方向性としては大体皆さんの出された方向と同じというか同じ考えでして、この

「子どもの成長にとって好ましくない結果が生じることが懸念されること」については、１ピ

ース削除あるいはもう少し量的なというか、減らす形で調整してもいいんじゃないかと。要す

るに、被害に巻き込まれた、こういう危険性が大きいと、それのためにフィルタリングとかい

ろいろな、ある程度、もう少し仕組みの問題それから保護者とか関連した、そういった危険性

について十分知らされていないというか認識していないことについて、もう少し認識を喚起す

るようなことが必要ではないかと、そういうことの指摘がやはりより重要だと思うんですね。 

 全体として、報告書に盛り込まれているこの数字とか指摘、それはヒアリングを通して調査

なんかが紹介されたもの、あるいは福祉犯の被害実態とか犯罪統計的な形で出ているもの、こ

れはなるべく盛り込んでという形で盛り込まれている部分があると思うんですが、それとプラ

スして、委員の先生方からいろいろな、例えば大人社会への不信感やルールの軽視、これはこ

の委員あるいは教育関係、神奈川の方の教育関係の委員、元学校の先生の方のときでしたけれ

ども、ちょっと覚えていませんけれども、確かそういう方のご意見としてあった部分もあった

と思うんですね。 

 だから、その出しているこの意見とか指摘については、きちんとした調査のデータに基づい

ている、あるいは一つの調査だけではなくて普通の調査でも似たような結果が出ているという
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ような、かなり要するに、信頼性とか割と高いものと、あるいは専門家の方のある程度個人的

な経験に基づいてのご意見のものと、後の方のものは、これは決して軽々に信頼できないとい

うものではないとしても、もちろん違った意見を持っている方も世の中にはいるわけですので、

後の取り扱いは多少慎重であった方がいいかなと。当然、何に基づいているんですかという、

要するに信頼ができるデータなのか、それが最近で言うところのエビデンスというものなのか

ということが問われるわけですので、ですからその全部をきちっとした、統計的な数字に基づ

いて議論を固める、あるいは状況を説明するということはできない部分もあるかもしれません

けれども、できるだけそういった形で、特に危険性あるいは保護者、社会の中で、そういった

子どもがさらされている危険性について十分な認識がなかったり、共有されていないという点

についてはきちんとデータなり、あるいは統計数字、かなり強調したものが出ているわけです

が、そういうところをきちんと押さえて、そういったことを中心にまとめ上げるということで、

今の子どもの成長にとって好ましくない結果が生じていることについては、若干そういうご意

見があったものについても、もう少し押さえた形でそういう意見もあったとした方がいいんじ

ゃないのかと。 

 特に、この「行動への影響」については、ご指摘があったにしても、Ａ委員もそうですけれ

ども、私も研究者でありますので、子どもの発達に関わる学問的な観点から見ると、どんどん

こういう意見というのは学問的に信頼を受けるデータ、ベースできちんと立証されているか、

共有されているかということについて、自信を持って確定的に言えない部分も少なくないので、

やはり慎重であってほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

【Ａ委員】 今のお話と重なるのですけれども、「子どもの成長にとって好ましくない結果が

生じることが懸念されること」の部分は、私自身が研究をしている人間だからということもあ

りましょうが、実証に沿って考えたいというような中身になっております。 

前も申しましたけれども、日本の携帯電話というのは世界の先端を走っているということが

ありまして、余り日本以外の国では携帯電話の問題が注目されておらず、研究が日本でしかな

かなかないので、データが少なく、余りはっきり言えないことが多い状況にあります。そこで、

これはこの報告書にも盛り込んでいただくとよい話かと思うんですが、そういう影響の研究を

盛んにするということがすごく重要なことだと思います。影響がどうであるかということ、そ

れから先ほどから出ております携帯電話に必要な機能が何かというような問題の研究、これら

などを活性化する必要があると考えます。 

報告書に出すこともこういう意見があったということで記載していくということも一つのあり

方ではあると思うんですが、しかしその場合、これはまだ実証の過程にあるものであって、今

後こういう問題について研究して検討をしていくということが重要であるというようなことを

あわせて指摘しておくことが重要ではないかというふうに思っております。 

【座長】 ありがとうございました。 

 ただ、Ｆ委員に申し上げておきたいのは、警察でも生活安全部門というのは、やはり行政的
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なもので前に進めるという側面を持っているんですね。やはり少年を取り締まるところもある

んですが、少年育成課というのも現場は置いているわけですね。ですから、どうしても教育的

なところに入っていって、積極的によくしてあげようという側面を警察が全くしないかという

と、そうではないということで、ただそれを踏まえたとしても、このイのところはやはり、携

帯があるから大人が裏表、ダブルスタンダードでやっているよというのは、ちょっとリモート

というか論証として離れているんですよね。もちろんこういう法制度があることによって不信

感を持つ、だから直さなきゃいけないというのは、我々の世界では論証がなくても、例えば堕

胎罪は実際には年に１件も処罰しないんですよ。だけれども、現実には30万件ぐらい中絶が行

われていて、だからこんなものがあるとやはり国民が法規範を信用しなくなるじゃないかと。

そういう議論をするときは、アンケート調査なんてやらなくても、それである程度論証したこ

としてやっちゃうときもあるんですよね、立法なんかのときでもね。 

 ですから、この全体の流れの中で携帯がまずいよという中で、大人社会の裏表があるとか、

校則だって全然守られていないじゃないかということが、携帯の悪さのかなり中枢に近いかと

いうと、ちょっときついなという感じがしますね。 

 ほかに全体としていかがでしょうか。 

【Ｉ委員】 先ほどのＦ委員と、それから座長のお話であったかと思うんですけれども、要望

で、違法・有害というところの書き方の案として、文章になるところの話ですけれども、私も

違法・有害という―とにかく違法とだけにするのか、有害も含めるのか、それとも違法だけ、

そこら辺のところも含めてですけれども、その線引きで非常に問題があるというところに関し

ては、こういう書面が出たときの問題として、必ずちょっと意識があるというか、注意しなき

ゃいけない問題があるということは、ちょっとどこかにきちっと表してほしいなという希望が

あります。ただ、一方で、単に違法だけというよりも、子どもの場合は違法ではなくても有害

の場合といいますか、特に家出を促す情報とか、そこら辺の出会い系サイトとかになると、必

ずしも違法ではないけれども、大人にとっては問題ないけれども、子どもの要保護性との関係

では問題があるというところもあったりするものですから、ちょっとその要望として、警察が

一律に違法・有害をまとめてセットというよりは、子どもの場合にはやはりこういう有害が出

てきちゃうのかないとうふうに、私はちょっと理解していたものですから、そこら辺のさじ加

減といいますか、確かにＦ委員がおっしゃったご指摘も本当にそのとおりだと思ったりするも

のですから、そこら辺はやはり審議権を使っていただきたいというところがありますので、そ

こら辺の表現で、どこかでくぎを刺すみたいなことをちゃんとしておいていただいて、文章の

トーンをこのまま生かすか、どこら辺かきちっとしていただければというふうに思います。 

以上です。 

【座長】 そうですね。今ご指摘のとおり、違法情報に限っちゃうと、ちょっとこの趣旨で少

年、子どもたちを守るときには、違法でないものでも子どもたちの目にとまらないようにする

ということはいろいろやるわけですので、ただ有害情報をそれこそ一定の方向性を国とか警察

がきちっと決めてしまう趣旨にならないように、どこかに注意規定みたいなものを入れるかど
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うか、ちょっとそれも考えさせていただいて、ご趣旨はもうよくわかっているし、逆にこれ全

体がそこを踏み出そうというものでは絶対ありませんので、その方向が、特に弁護士の先生方

なんかからご懸念も絶えないようにしたいと思いますので。 

【Ａ委員】 「現下の状況は、このような自治体の取組を無にするものであると言わざるを得

ない」という文言がございまして、また、地方公共団体では云々とあって「社会的コンセンサ

スづくりに向けた一つの取組として大変重要であり」という文もございます。念のためにもう

一回申し上げたいんですけれども、これらの文は自治体の取組というのをすごく高く評価して

いる書き方になっていると思うんですけれども、実はその中身が問題で、先ほどからありまし

たけれども、社会的なコンセンサスということについて微妙なところがありますので、自治体

が行政の考え方だけで何か決めて進めるということが前提でそれがいいという形にならないよ

うな表現をご考慮いただくとありがたいかと思っております。 

 それから、小学生が携帯電話を持つ場合は、少なくともインターネットに自由につながる機

能は不要であること、云々とございます。実は、学校現場でさえも、ＬＡＮの整備がなかなか

進まなかったり、写真が撮って送れる機能が戸外での学習に有用なことなどがあって、教育に

むしろ携帯電話のインターネット機能を利用したらどうかいう考え方もあったりして、これも

実は意見が分かれるところもあるのではないかというふうに思うんです。ですから、はっきり

と今ここでこれが盛り込まれるべきというのは、ややきつくて、これも含めて議論をするとい

う方がよいのではないかというふうに私自身は思っております。 

【座長】 第１点目のは先ほども若干議論があったと思うんですが、地方公共団体で条例を作

るというときに、これはもちろん地方の議会で、それだけではなくていろいろな審議会なんか

開いてやっているという面もありますけれども、確かにこのネットにかかわる問題というのは、

ＮＰＯとかいろいろな意見もありますので、ここのところはトーンを、だから地方公共団体が

条例で決めていることは即アプリオリに、いいことでそれを進めるべきだという感じにとられ

るとすると、ちょっとまずいので、そこはちょっと修文していただくのと、第２点目のところ

ですね。これは、ただこの結論はこの「機能は不要であること」というのはちょっときつ過ぎ

る言い方かもしれないんですが、「何らかの制限をかける必要がある」ということ自体はコン

センサスがほぼ得られるんじゃないかと。ですから、むしろ少なくともインターネットに自由

につながる機能は、この「不要である」をもうちょっとソフトに直していただいて、残してい

ただければありがたいということなんですね。もうちょっと柔らかく、「必ずしも必要ないこ

と」ぐらいにするか……。 

【Ｆ委員】 これは多分「不要」というのは「自由に」というところとつながったんだと思う

んですね。だからもう、あらゆるインターネットにすべてつながることは不要であるというこ

とだと思うんです。子ども専用のサイトなんていうのは今できていますから、そういうことま

で不要であると言っているわけではないと思うんですね。全く作成者の意図と文章の間でちょ

っと乖離ができちゃっているので、誤解を招くかなと思うんですね。だから、すべてにつなが

るということは、だからよろしくないんだという、そこのところをもうちょっと文章を工夫す
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ると誤解を招かないかなと思います。 

【座長】 そうですね。それは直ると思いますので。 

 ほかにいかがでしょうか。そうは言っても大変なご苦労をかけて事務局に作っていただいて

いますので、本当に申しわけないと思うんですが、せっかくですからいいものにしたいと思い

ますので。 

【事務局】 確認ですけれども、「国の一定の考え方が示されるべき」と、かなりご議論いた

だいたんですが、これはＡ委員がまとめていただいたように、関心を喚起、議論を喚起する、

論点を提出する、情報提供するという意味においてはご異論はないということですので…… 

【座長】 それはそうですね。 

ただ、具体的に国の方針として携帯電話をこうしろというような、トップダウン式の感じでい

くのではなくて、やはり議論して前に進めるけれども、そのシーズになるものをまきますよと

いう感じにしていただきたいということですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【Ｇ委員】 先ほどから皆さんおっしゃっている中で「保護者と話し合いながら、学校への持

込や学校での使用の在り方についてルールを定める」というふうに書いてございますけれども、

皆さんおっしゃっているのは保護者自身の、この携帯電話、インターネットに伴う、まだ十分

な知識がないということですので、この辺のところは一緒に何か勉強するということか、情報

を得るというか講習を受けると、何かそのような附帯が一緒にあれば、保護者ももう少しルー

ルがわかりやすく参加できるかなというところも考えられますので、何かその辺とのころを一

言、二言つけ加えられれば、保護者も楽かなというふうに思っているところもあります。 

 「各学校でも、保護者と話し合いながら、学校への持込や学校での使用の在り方についてル

ールを定めるとともに」ということなんですが、このルールを定めるに当たって、なぜルール

を定めるのかということが十分に周知をされていない状況、フィルタリングに関しては私が言

った、３割ぐらいしかまだ理解をしていないということですので、何かこの辺のところと一緒

にルールを定めるとともに、何か教育するというか勉強するというか、何かそういうものも一

緒に附帯されるような言葉というのは入らないものなのかなと。何か勉強する提言をどこかこ

の中にも一緒につけられないかなというふうに思っているんです。 

 「保護者、学校等の議論を喚起し」ということですので、この辺のところの社会的コンセン

サスづくりを早急に進める、きょうの一番最初の話に戻るんですけれども、この部分のところ

に何かしら、学習を進めていくと同時に、保護者との学習を進めながら理解を進めさせるとい

う、何かそういうものも提案として入らないかなというふうに思っているんですが。 

「保護者、学校等の関係者がバラバラな現状について懸念している状況に止まっており」とい

うことですので、何か一緒にこの学校のルールを定めるのであれば、保護者に対しても何か、

一緒に進もうではないかというような言葉が入れば、もう少し保護者も楽に…… 

【座長】 「保護者の間での理解が深まるよう、取組を進める」という言葉は一応は入れては

いるんですね。ちょっと離れちゃうから、上の方ではもう何となく当然知っているようなこと、
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親たちが知っていることを前提にして書いているようにも見えてしまうというご指摘なんだと

思うんですけれども。 

【Ｇ委員】 最初に申しましたように「学校、家庭・ＰＴＡの役割・責任の在り方についても

整理が必要である」という、この「責任の在り方」という部分のところも、なかなかどこに、

ではＰＴＡとして責任があるのと言われた場合の部分のところの、なかなか難しい書き方にも

ありますので、何かその辺のところを一緒に、やはり共同作業として進めていくという形の中

の学習のものが何かしら言葉として入れば、もう少し柔らかくなるのかなというふうには思っ

てはいるんです。 

 「話し合いながら、学校への持込や学校での使用の在り方についてルールを定めるとともに、

しっかりとルールを運用することが重要である」、この「ルールを運用すること」のところに、

ともに現状を、何か保護者としても、現状をしっかりと学習し、ともにルールを運用すること

が重要だと、何かその言葉を一言、どこかで「学習」という言葉を入れていただくような形に

ならないかなという。 

【事務局】 インターネットの現状等をしっかり学習し、子供とともにルールを運用していく

という趣旨ですね。 

【Ｇ委員】 学習というか、私どもの方ＰＴＡとしても、現実的にはここで、全国的な教育と

いうか、私が勉強を始めたのもつい最近というか、ここ一、二年でスタートしているような状

況が私ども保護者の中にも関係ございますので、そこの辺の部分を喚起をするという部分のと

ころを、ちょっと難しいところなんですけれども、何かそういうものが欲しいかなというふう

に思ってはいるんですが。 

【座長】 「各学校でも携帯電話の運用状況などについて、保護者と話し合いながら」と入れ

ると、何となくそういうニュアンスがもやもやっと入りますね。 

【Ｇ委員】 そのぐらいのところですね。何かその辺のところがちょっと一言加えるだけでも、

今一番そういう意味では、保護者に対する投げかけが不足しているということも指摘をされて

おりますので、この辺のところを逆に学習をしていこうということで。 

【Ｈ委員】 まさにＧ委員の指摘は実はそうなんですけれども、「話し合い」じゃなくて、こ

れは「学び合い」ですよね。学校も全然理解していないんですよね。親もなかなか理解してい

ない。特に、データで今３割とおっしゃっていましたけれども、ＰＴＡ活動とかを真剣にやる

心ある保護者というのは、すごく勉強しているんです、実はね。それでも３割。つまりそこに

出てこない、多くの人たちを分母に加えると、その認識率というのはもっともっと低いわけで

す。さらに、以前の会議でも出ていましたけれども、じゃあ学校はどうなのかというと、学校

の教師自体も、その危険性に対する認識は物すごく低いわけです。 

 だから、話し合いというより、まさにその前段の学び合いの時期が今具体的に行われなきゃ

いけないような気がすごくするので、「各学校でも保護者とともにこの問題について学び合い、

その上で共通のルールを作っていく」という方が、やはり具体的かつ責任を持たせるという意

味ではすごく大切なことかなと感じます。 
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【座長】 ご趣旨は非常にあれなんですけれども、この研究会の先生の「学び合い」という言

葉の落ち着きなんですが―「学び合い」という言葉で大丈夫ですね。 

【事務局】 学習の機会ということですから、違和感はないと思います。 

【Ｆ委員】 今までいろいろな方のお話の中で、まず最初に販売店の問題というのはすごく大

きいと思うんですね。ここに要旨は書いてあるんですけれども、もうちょっと強い言い方、例

えばフィルタリングのことについて、フィルタリングの必要性について十分説明をすることと、

非常にさらっとした感じなので、むしろフィルタリングをつけない場合の危険性あるいはプラ

スフィルタリングの有効性について、具体的かつ十分に説明することと、もう少し強いプレッ

シャーを販売店の方に与えて、あなたたちはそういう義務があるんだということを、もうちょ

っと強く出したらどうかなという気はいたしました。 

【Ｉ委員】 賛成です、それだけ。 

【座長】そうですね、この場の雰囲気としてもそうだったはずなんですね。ソフトに書いてい

ただいてということですけれども、そこは直りますかね。 

【Ｆ委員】 「フィルタリングをつけない場合の危険性及びフィルタリングの有効性について、

具体的かつ十分に説明をすること」というぐらいでどうかなと思います。 

【座長】 ほかにいかがでしょうか。 

 事務局にお伺いですけれども、この中間報告というのは、これは公表ということは記者レク

したり何かしてということなんですか。 

【事務局】 はい、記者発表をさせていただければというふうには考えております。 

【座長】 あくまでも中間報告として、ただネットなんかを見ていると、それこそ非常に注目

されている会議であって、こういうことをやっているんだというのは示す必要はやはりあると

思うんですね。 

 その意味で、今日大体ご議論伺っていて、もちろんご不満、全く解消されたということでは

ないと思うんですけれども、今いただいたご意見を全部修文して入れて、それをまたネットで

回すことを前提にして、いつ出すかは、またご相談してということではあると思いますが、こ

の次もう一回会を開いてから、中間報告を出すというのは、ちょっとタイミングを失しちゃう

と思うんですよ。ですから、ちょっと私がまとめさせていただいて、これは今日の段階のご意

見を踏まえたものを一回外に出すということで、事務局どうですか。 

【事務局】 そうさせていただければありがたいです。 

【座長】それで大丈夫ですかね。 

【事務局】はい、４月からずっと議論をしておりまして、携帯電話については特に集中的に審

議していただいておりますので。 

【座長】 それで、いよいよ本格的にやはり、ある意味で本丸なんですけれども、原因の問題

とかに進んでいかないと。もちろん書き込もうと思えばいろいろあるし、フィルタリングをも

う一歩やって、もう一歩具体的なものを書いていった方がいいに決まっているんですけれども、

やはり今の段階では、ここら辺で中間報告とさせていただいて。     では、今日の段階
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としては以上のご議論を踏まえてこれを修文することを条件に、中間報告としてご承認いただ

くということでまとめさせていただいてよろしいでしょうか―それではそういうことでまと

めさせていただいて、よろしくお願いいたします。 

（了） 

 

 

 

 


